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 ὡᾍ ǵ ɵ ᵣ  
 

 

֘ ─ ֙  

台 風 や 豪 雨 な ど に よ る 災 害 が 発 生 し 、 ま た は 発 生 す る 恐 れ が あ る と き は 、 速 や

か に 市 災 害 対 策 本 部 を 設 置 し、全 市 を 挙 げ て 災 害 対 策 活 動 に 従 事 す る 必 要 が あ る。 

従 っ て 、 適 切 な 災 害 応 急 活 動 を 実 施 す る に 当 た り 、 役 割 分 担 を 明 確 に す る と と

も に 、 そ の 初 動 体 制 及 び 事 務 分 掌 を 定 め る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 派 生 の 恐 れ が あ る 場 合  職 員 の 動 員 、 災 害 警 戒 対 策 室 の 設 置 、  

災 害 警 戒 対 策 部 へ の 移 行  

災 害 対 策 本 部 の 設 置 、 現 地 災 害 対 策 本 部 の

設 置  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  災 害 対 策 本 部 会 議 の 開 催  

関 係 機 関 へ 防 災 会 議 へ の 出 動 を 要 請  

災 害 救 助 法 の 適 用  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  本 部 組 織 の 見 直 し 再 編  

〃   １ 週 間 以 内   

〃   １ カ 月 以 内  激 甚 法 、 災 害 指 定 を 受 け た 復 旧 事 業 の 実 施  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  応 急 活 動 体 制 の 基 本

事 項  

各 班  市 民 、 事 業 所 、 ボ ラ ン テ

ィ ア 等  

２  災 害 対 策 本 部 等 の 設

置 ・ 廃 止 基 準  

防 災 対 策 班 、 各 班  

 

国 、 県 、 各 機 関  

３  災 害 対 策 本 部 の 組 織

・ 運 営  

防 災 対 策 班 、 各 班  各 機 関  

４  動 員 体 制  各 班   

５  職 員 の 動 員 ・ 参 集  各 班   

６  防 災 関 係 機 関 の 活 動

体 制  

防 災 対 策 班  各 機 関  
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 ─  

 

─  

①  応 急 活 動 の 種 類  

災 害 応 急 対 策 は 、 次 の ５ 種 の 活 動 か ら な る 。  

ア  人 命 救 助 活 動  

イ  消 火 活 動  

ウ  情 報 活 動  

エ  救 急 医 療 活 動  

オ  避 難 活 動  

②  人 命 優 先 主 義  

   災 害 応 急 対 策 で 最 も 重 要 な 基 本 原 則 は 、 市 民 の 生 命 及 び 身 体 を 災 害 か ら 保

護 す る こ と で あ る 。 こ の た め 、 人 命 救 助 を 優 先 す る 。  

③  消 火 活 動 の 優 先  

   被 害 の 拡 大 を 防 止 す る た め、火 災 の 早 期 鎮 圧 と 延 焼 の 拡 大 防 止 を 優 先 す る。 

④  市 民 の 相 互 協 力  

   市 民 の 一 人 ひ と り が「 自 ら の 身 の 安 全 は 自 ら が 守 る 。自 ら の 地 域 は 自 ら

で 守 る 」 と の 認 識 に 立 っ て 、 自 ら の 身 の 安 全 を 確 保 し た 後 は 、 初 期 消 火 、 救

出 救 助 、 避 難 誘 導 な ど 地 域 住 民 が お 互 い に 助 け 合 い 、 協 力 す る 。  

⑤  情 報 活 動  

   大 規 模 災 害 が 発 生 し た 場 合、情 報 は 適 切 な 災 害 応 急 対 策 を 導 く 基 礎 で あ り、

迅 速 か つ 正 確 な 情 報 の 把 握 が そ の 後 の 対 策 の 成 否 を 左 右 す る と 言 っ て も 過

言 で は な い 。 こ の た め 、 た だ ち に 情 報 伝 達 体 制 を 確 保 し 、 市 各 部 所 、 防 災 関

係 機 関 等 と の 連 携 を 緊 密 に し 、 迅 速 か つ 正 確 に 情 報 を 収 集 ・ 伝 達 す る 。  

 

⌂  

①  防 災 関 係 機 関 の 相 互 連 携  

   応 急 活 動 は 、 短 時 間 に 集 中 的 に 実 施 し な け れ ば な ら な い た め 、 通 常 の 消 防

力 、 医 療 能 力 な ど の 能 力 を は る か に 超 え る ニ ー ズ に 対 応 す る 必 要 が 生 ず る 。  

   そ の た め 、 近 接 自 治 体 と の 相 互 応 援 連 携 が 必 要 で あ り 、 早 期 の 連 絡 及 び 受

け 入 れ 体 制 の 確 立 に 努 め る 。   

②  市 民 、 事 業 所 及 び ボ ラ ン テ ィ ア 等 と の 相 互 連 携  

   大 規 模 災 害 に 対 し て は 、 市 及 び 防 災 関 係 機 関 が 協 力 し 連 携 し て も 、 一 定 の

限 界 が あ る 。 こ の よ う な 場 合､発 災 直 後 の 初 期 消 火 や 救 助 救 出 を始 め 、 市 民、

事 業 所 及 び ボ ラ ン テ ィ ア 等 の 防 災 活 動 が 、 そ の 後 の 被 害 を 軽 減 す る の に 大 き

な 力 を 発 揮 す る 。  

こ う し た 点 を 踏 ま え 、市 民、事 業 所 及 び ボ ラ ン テ ィ ア 等 の 協 力 を 広 く 求 め、

市 と の 連 携 協 力 に よ り 災 害 応 急 対 策 を 展 開 す る 。  

③  複 合 災 害 へ の 対 応  

複 合 災 害 が 発 生 し た 場 合 は 、 マ ニ ュ ア ル ど お り に 運 ぶ と は 限 ら な い 。 そ の
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た め 、 災 害 対 応 に 当 た る 要 員 や 資 機 材 等 が 十 分 で な い 可 能 性 が あ る こ と に 留

意 し 、 こ れ ら の 投 入 時 期 を 判 断 し て 、 外 部 か ら の 応 援 を 早 期 に 要 請 す る よ う

努 め る 。  

 

 

 ─ ה  

 

 市 は 、 大 規 模 災 害 が 発 生 し た 場 合 、 民 間 団 体 、 市 民 等 も 含 め 一 致 協 力 し て 災 害

の 拡 大 防 止 と 被 災 者 の 救 援 救 護 に 努 め 、 被 害 の 発 生 を 最 小 限 に と ど め な け れ ば な

ら な い 。  

こ の た め 、 市 は 災 害 警 戒 対 策 室 、 災 害 警 戒 対 策 部 ま た は 災 害 対 策 本 部 を 速 や か

に 設 置 し 、 防 災 業 務 の 遂 行 に 当 た る 。  

名

称  
災害対策本部  災害警戒対策部  災害警戒対策室  

設  

置  

場  

所  

 市役所第２会議室 

 

市役所が使用不能の場合 

 大 館 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー            

  市役所第１会議室  

  または第２会議室  

市庁舎が使用不能の場合 

 大 館 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー            

  危機管理課 

 

市庁舎が使用不能の場合 

大 館 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー            

設  

置  

基  

準  

１ 市民の生命、身体、財産に甚

大な被害をもたらす災害が発

生し、または拡大する恐れがあ

り、市長の指示があった場合 

２ 災害救助法が適用する程度

の災害が発生した場合 

３ 特別警報が発表され、市長が

災害対策上、必要と認めた場合 

４  その他市長が必要と認めた

場合  

１ 相当規模の災害が発生し、ま

たは拡大する恐れがあり、総務

部長の指示があった場合 

２ 特別警報が発表され、市長が

災害対策上、必要と認めた場合 

３ その他総務部長が必要と認

めた場合  

１ 暴風、大雨、洪水、大雪そ

の他の警報が発表され、危機

管理課長が防災対策上必要

と認めた場合 

２  その他危機管理課長が必

要と認めた場合  

 

構  

成  

員
 

（第  ３ 動員）
 
 

本 部 長 市長  

副本部長 副市長、教育長 

本 部 員 各部長、 

     比内・田代総合支所長、      

財政課長  

（第 ２ 動員）
 

 

部長 総務部長  

部員 各部長、 

   比内・田代総合支所長、 

   財政課長  

 

（第１動員）  

室長 危機管理課長  

室員 指名職員  

Ẽ   

 

 

①  災 害 対 策 本 部 の 設 置  

災 害 対 策 本 部 は 、 「 災 害 対 策 基 本 法 第 23 条 の ２ 第 １ 項 」 の 規 定 に 基 づ き、
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市 域 に 災 害 が 発 生 し 、 ま た は 発 生 す る 恐 れ が あ る 場 合 に 、 「 大 館 市 災 害 対 策

本 部 条 例 」 に 従 っ て 設 置 す る 。 本 部 を 設 置 し た と き は 、 市 庁 舎 等 に 「 大 館 市

災 害 対 策 本 部 」 の 標 識 等 を 掲 げ る 。  

 

Ợ              

 

②  設 置 場 所  

災 害 対 策 本 部 の 設 置 場 所 は 、 原 則 と し て 、 市 役 所 第 ２ 会 議 室 と す る 。  

③  災 害 対 策 本 部 の 設 置 基 準  

災 害 対 策 本 部 は 、 市 民 の 生 命 、 身 体 、 財 産 に 甚 大 な 被 害 を も た ら す 災 害 が

発 生 し 、 拡 大 す る 恐 れ が あ る 場 合 、 ま た は 災 害 救 助 法 を 適 用 す る 程 度 の 災 害

が 発 生 し た 場 合 、 も し く は 特 別 警 報 が 発 表 さ れ 災 害 対 策 上 必 要 と 認 め た と き

に 、 市 長 の 指 示 に よ り 設 置 す る 。  

④  災 害 対 策 本 部 の 廃 止  

本 部 長 （ 市 長 ） は 、 災 害 対 策 本 部 が 応 急 対 策 を 終 了 し 、 さ ら に 被 害 が 拡 大

す る 恐 れ が 無 い と 認 め ら れ る と き は 、 事 後 の 体 制 を 定 め た う え で 災 害 対 策 本

部 を 廃 止 す る 。  

⑤  設 置 及 び 廃 止 の 周 知  

危 機 管 理 課 長 は 、 本 部 を 設 置 ま た は 廃 止 し た と き は 、 速 や か に 次 に よ り 周

知 及 び 公 表 す る 。  

連 絡 担 当 部  報 告 ・ 通 知 ・ 公 表 先  報 告 ・ 通 知 ・ 公 表 の 方 法  

   

 

 

 

 

総 務 部  

市 各 部 局  

庁内放送、防災行政無線、 電話、口頭、

ＦＡＸ、職員用掲示板システム、職員用

メール、その他迅 速な方法  

県 、 自 衛 隊 、 警 察  
秋 田 県 総 合 防 災 情 報 シ ス テ ム 、 電 話 、

口 頭 、 ＦＡＸ、 そ の 他 迅 速 な 方 法  

災 害 時 相 互 応 援 協 定 締 結 市 町 村  電話、口頭、ＦＡＸ、その他 迅速な方法  

防 災 関 係 機 関  電話、口頭、その他迅速な方 法  

 

市 民  

緊急情報メール、ホームページ、ツイッ

ター、報道機関に依頼、その他迅速な方

法  

報 道 機 関  電 話 、 口 頭 、 文 書  

  各 部 局  市 出 先 機 関  
防災行政無線、電話、口頭、 ＦＡＸ、職

員用掲示板システム、その他迅速な方法  

Ẽ  ╕√│ ─  

 

⑥  現 地 災 害 対 策 本 部 の 設 置  

ア  災 害 対 策 本 部 長 は 、 早 急 な 諸 対 策 等 を 行 う た め に 必 要 と 認 め た と き は 、

現 地 災 害 対 策 本 部 を 災 害 発 生 地 域 に 設 け る こ と が で き る 。  
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イ  現 地 災 害 対 策 本 部 長 及 び 同 本 部 員 等 に つ い て は 、 災 害 対 策 本 部 長 が 指 名

す る 者 を 充 て る 。  

ウ  現 地 災 害 対 策 本 部 は 、 常 に 本 部 と 連 絡 を 保 ち 、 適 切 な 措 置 を 講 ず る 。  

⑦  国 、 県 災 害 対 策 本 部 と の 連 携  

   市 は 、 県 の 災 害 対 策 本 部 、 国 の 非 常 （ 緊 急 ） 災 害 現 地 対 策 本 部 及 び 災 害 対

策 支 部 と の 連 携 を 図 り 、 総 合 的 か つ 効 果 的 な 災 害 応 急 対 策 を 実 施 す る 。 市 、

県 、国 を 含 む 総 合 的 な 防 災 体 制 は 次 の と お り で あ り 、相 互 に 連 絡 調 整 を 図 る。 

 

  Ẽ   

 

 

①  災 害 警 戒 対 策 部 の 設 置  

災 害 警 戒 対 策 部 は 、 本 市 の 地 域 に お い て 、 相 当 規 模 の 災 害 が 発 生 し 、 ま た
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は 拡 大 す る 恐 れ が あ る 場 合 、 も し く は 特 別 警 報 が 発 表 さ れ 災 害 対 策 上 必 要 と

認 め た と き に 、 総 務 部 長 の 指 示 に よ り 設 置 す る 。  

②  設 置 場 所  

災 害 警 戒 対 策 部 の 設 置 場 所 は 、 原 則 と し て 、 市 役 所 第 １ 会 議 室 ま た は 第 ２

会 議 室 と す る 。  

③  組 織 及 び 運 営  

ア  災 害 警 戒 対 策 部 は 、 各 部 長 、 比 内 ・ 田 代 総 合 支 所 長 及 び 財 政 課 長 で 構 成

す る 。  

イ  各 部 局 の 第 １ 、 第 ２ 動 員 の 職 員 は 、 所 属 の 事 務 分 掌 に 基 づ き 行 動 す る 。  

ウ  情 報 収 集 及 び 応 急 対 策 等 の た め の 事 務 局 を 危 機 管 理 課 に 置 く 。  

④  所 掌 事 務  

災 害 警 戒 対 策 部 の 所 掌 事 務 は 、 お お む ね 次 の と お り と す る 。  

ア  災 害 情 報 の 収 集 等  

イ  防 災 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整  

ウ  災 害 対 策 本 部 の 事 務 分 掌 に 準 じ た 災 害 応 急 対 策  

エ  そ の 他 市 長 か ら の 特 命 事 項  

⑤  災 害 警 戒 対 策 部 の 廃 止  

総 務 部 長 は 、 被 害 情 報 収 集 の 結 果 、 災 害 の 拡 大 が 認 め ら れ な い と 判 断 し た

と き 、 ま た は 災 害 対 策 本 部 が 設 置 と な っ た と き は 、 災 害 警 戒 対 策 部 を 廃 止 す

る 。 廃 止 の 通 知 は 災 害 対 策 本 部 と 同 様 と す る 。  

 

 

①  災 害 警 戒 対 策 室 の 設 置  

災 害 警 戒 対 策 室 は 、 本 市 の 地 域 に 暴 風 、 大 雨 、 洪 水 、 大 雪 警 報 、 そ の 他 の

警 報 が 発 表 さ れ 防 災 対 策 上 必 要 と 認 め た 場 合 等 に 、 危 機 管 理 課 長 の 指 示 に よ

り 設 置 す る 。  

②  設 置 場 所  

災 害 警 戒 対 策 室 の 設 置 場 所 は 、 総 務 部 危 機 管 理 課 と す る 。  

③  組 織 及 び 運 営  

ア  災 害 警 戒 対 策 室 は 、 危 機 管 理 課 職 員 と あ ら か じ め 定 め ら れ た 総 務 部 の 職

員 で 構 成 す る 。  

イ  各 部 局 の 第 １ 動 員 の 職 員 は 、 所 属 の 事 務 分 掌 に 基 づ き 行 動 す る 。  

④  所 掌 事 務  

災 害 警 戒 対 策 室 の 所 掌 事 務 は 、 お お む ね 次 の と お り と す る 。  

ア  災 害 情 報 の 収 集 等  

イ  防 災 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整  

ウ  災 害 対 策 本 部 の 事 務 分 掌 に 準 じ た 災 害 応 急 対 策  

エ  そ の 他 市 長 か ら の 特 命 事 項  

⑤  災 害 警 戒 対 策 室 の 廃 止  

危 機 管 理 課 長 は 、 被 害 情 報 収 集 の 結 果 、 災 害 の 拡 大 が 認 め ら れ な い と 判 断
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し た と き や 、 災 害 警 戒 対 策 部 ま た は 災 害 対 策 本 部 が 設 置 と な っ た と き は 、 災

害 警 戒 対 策 室 を 廃 止 す る 。  

 

 

 ─ ה  

 

 

災 害 対 策 本 部 は 本 部 長 を 市 長 、 ま た 、 副 本 部 長 を 副 市 長 及 び 教 育 長 と し 、

本 部 に は 部 を 設 け 、 各 部 長 が 本 部 員 を 構 成 す る 。  

 

 班  名  班   長  構   成   員   
 
 

部 ( 部 長 等 )   総 務 広 報 班  

防 災 対 策 班  

企 画 情 報 班  

動 員 連 絡 班  

 
管 財 班  
議 会 班  

支 所 班  

財 政 班  

総 務 課 長  

危 機 管 理 課 長  

企 画 調 整 課 長  
職 員 課 長  

 
管 財 課 長  

議 会 事 務 局 次 長 

各総合支所長補佐  

財 政 課 長 補 佐  

総 務 課  

危 機 管 理 課  
企 画 調 整 課 、契 約 検 査 課  

職 員 課 、 監 査 事 務 局 、  

選 管 事 務 局  

管 財 課  

議 会 事 務 局  

比 内 ・ 田 代 総 合 支 所  
財 政 課 、 会 計 課  

総 務 部  
（ 総 務 部 長 )  

（議会事務局長） 
( 支 所 長 )  

（ 財 政 課 長 ） 

                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

       

 
 

市 民 部  
( 市 民 部 長 )  

 市 民 班  

 
環 境 班  

市 民 課 長  

 
環 境 課 長  

市 民 課 、 保 険 課 、  

税 務 課 、 収 納 課  

環 境 課  

 

  

  
  福 祉 部  

（ 福 祉 部 長 ）  

 福 祉 班  

子 ど も 班  

福 祉 課 長  

子 ど も 課 長  

福 祉 課 、 長 寿 課 、 健 康 課  

子 ど も 課 、 保 育 園  

 
  

      災 害 対 策本部 長   副 本 部 長   
 

市  長  
副 市 長  

教 育 長  

  

産 業 部  
( 産 業 部 長 )  

 農 林 班  
商 工 班  

観 光 班  

農 林 課 長  
商 工 課 長  

観 光 課 長  

農 林 課 ､農委 事 務 局  
商 工 課  

観 光 課  

 

  
  

   
  

防 災 会 議  
 

構 成 機 関  
 

協 力 機 関  

  

建 設 部  
( 建 設 部 長 )  

 土 木 班  
都 市 計 画 班  
 

水 道 班  
下 水 道 班  

土 木 課 長  
都 市 計 画 課 長  
 

水 道 課 長  
下 水 道 課 長  

土 木 課  
都 市 計 画 課 、まちづくり推進

室  
水 道 課  
下 水 道 課  

 
  

 

        教 育 総 務 班  

 

学 校 教 育 班  

生 涯 学 習 班  

公 民 館 班  

教 育 総 務 課 長  
 

学 校 教 育 課 長  

生 涯 学 習 課 長  

中 公 館 長  

教 育 総 務 課 、ス ポ ー ツ 振 興

室  

学 校 教 育 課 、 小 中 学 校  
生 涯 学 習 課  

各公民館  

 
 

教 育 部  
( 教 育 次 長 )  

 
  

             
 
 病 院 部  

（ 事 務 局 長 ）  

 病 院 班  市 病 総 務 課 長  総 合 ・ 扇 田 病 院   
  
 
  

消 防 部  
( 消 防 長 )  

 消 防 総 務 班  

 

指 揮 班  

防 御 班  

 

調 査 班  

消 防 次 長  

消 防 総 務 課 長  

消 防 署 長  

警 防 課 長  

 

予 防 課 長  

消 防 総 務 課  

 

消 防 本 部 予 防 課 ・ 警 防 課  

消 防 署 各 分 署  

消 防 団  

消 防 署  

 
  

Ẽ   
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─  

災 害 対 策 本 部 の 設 置 は 、 市 長 が 決 定 す る 。 市 長 に 事 故 が あ る と き 、 ま た は

欠 け た と き は 、 副 市 長 が 決 定 す る 。 副 市 長 に も 事 故 が あ る と き 、 ま た は 欠 け

た と き は 教 育 長 が 決 定 す る 。 副 市 長 及 び 教 育 長 に も 事 故 が あ る と き 、 ま た は

欠 け た と き は 、 総 務 部 長 が 決 定 す る 。  

市 長 へ の 被 害 情 報 等 の 連 絡 は 、 次 に よ り 行 う 。  

 

決 定 者  
代 決 者  

１  ２  ３  

市 長  副 市 長  教 育 長  総 務 部 長  

Ẽ  ─  

 

市 長 へ の 報 告 者  
代 行 者  

１  ２  

総 務 部 長  消 防 長  危 機 管 理 課 長  

Ẽ  ┼─  

 

 

①  本 部 の 運 営  

本 部 に お け る 各 班 の 事 務 分 担 及 び 運 営 等 に つ い て は 、 次 の （ ４ ） 各 部 の 事

務 分 掌 に よ る 。  

な お 、本 部 長 に 事 故 等 が あ る と き は 、次 の 順 に よ り 、そ の 職 務 を 代 理 す る。 

 

 

本 部 長  

代 理 者  

副 本 部 長   

１  ２  ３  

市 長  副 市 長  教 育 長  総 務 部 長  

Ẽ  ─  

 

②  防 災 関 係 機 関 等 に 対 す る 連 絡 員 の 派 遣 要 請  

本 部 長 は 、 被 害 状 況 及 び 応 急 対 策 実 施 状 況 に 関 す る 情 報 を 交 換 し 、 効 率 的

な 応 急 対 策 を 実 施 す る た め 、 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 防 災 関 係 機 関 等 に

対 し 連 絡 員 の 派 遣 を 要 請 す る 。  

要 請 を 受 け た 機 関 は 、 速 や か に 連 絡 員 を 派 遣 す る も の と し 、 連 絡 員 に は 、

所 属 機 関 と の 連 絡 を 確 保 す る た め の 無 線 機 等 を 携 行 さ せ る よ う 配 慮 す る 。  

③  職 員 の 健 康 管 理 及 び 給 食 等  

総 務 部 長 は 、 職 員 の 健 康 管 理 及 び 給 食 等 に 必 要 な 基 本 的 措 置 を 講 じ る も の

と し 、 各 部 長 及 び 各 班 長 は 、 班 員 の 健 康 及 び 勤 務 の 状 態 等 に 常 に 配 慮 し 、 適

切 な 措 置 を 取 る 。  
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④  関 係 者 以 外 の 立 ち 入 り 制 限  

本 部 は 、 円 滑 に 業 務 を 行 う た め 、 関 係 者 以 外 の 立 ち 入 り を 制 限 す る 。  

 

─  

本 部 に 置 く 部 の 事 務 分 掌 に つ い て は 、 次 の よ う に 定 め る 。 た だ し 、 特 例 と

し て 本 部 長 は 、 災 害 の 状 況 等 に よ り 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 当 該 災 害 の

状 況 等 に 応 じ た 組 織 編 成 及 び 事 務 分 掌 を 定 め る こ と が で き る 。  

 

※ は 班 長 を 表 す  

部  班  課  業  務  内  容  

総 務 部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 広 報 班  

※ 総 務 課 長  

 

 

総 務 課  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1  本部長及び副本部長との連絡に関すること  

2  各部､協力関係機関及び町内会との連絡調整に関すること  

3  車両の確保及び配車に関すること  

4  輸送協力機関への協力要請に関すること  

5  避難者及び負傷者の輸送に関すること  

6  その他輸送全般に関すること  

7  殉職者に対する慰霊措置に関すること  

8  災害見舞者の応接に関すること  

9  報道関係機関への連絡等に関すること 
10  市民への情報発信に関すること 
11  災害記録写真に関すること 
12  その他広報全般に関すること  

13 その他、他の部に属しない事項に関すること 
防 災 対 策 班  

※ 危 機 管 理  

課 長  

危 機 管 理 課  1  災害対策本部会議に関すること 

2  気象予警報の受理、伝達に関すること  

3  災害情報の収集、総括に関すること  
4  防災会議に関すること 
5   県等への報告・連絡に関すること 
6   災害の公示及び災害報告に関すること  

7  被害情報の取りまとめ、災害記録に関すること 
8   自衛隊の派遣要請要求に関すること  
9   県､他市町村及び関係機関への応援要請に関すること  
10  防災行政無線の確保に関すること  

11  備蓄物資の供給に関すること  

12  生活必需品の調達に関すること  

13  火災を除くり災証明に関すること  

14  現地災害対策本部の開設に関すること  

15  電気関係機関及び業者との協力要請に関すること  
企 画 情 報 班  

※ 企 画 調 整  

課 長  

 

 

 

 

 

 

 

企 画 調 整 課  

契 約 検 査 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

1   国 会 議 員 、 各 省 庁 関 係 者 の 応 接 に 関 す る こ と  

2   要 望 陳 情 に 関 す る こ と  

3   外 国 人 被 災 者 相 談 窓 口 の 開 設 に 関 す る こ と  

4   海 外 か ら の 見 舞 い 等 に 関 す る こ と  
5   避難所及び収容者の把握及び広報に関すること 
6   緊急医療機関の指定及び連絡に関すること  
7   救護所設置について県との連絡に関すること  
8   ボランティアの受け入れに関すること  

9   救援物資の受付、保管及び配分に関すること  

10  応急物資の購入、保管及び出納に関すること  

11  その他情報対策全般に関すること  
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部  班  課  業  務  内  容  

総 務 部  動 員 連 絡 班  

※ 職 員 課 長  

職 員 課  
監 査 事 務 局  

選 管 事 務 局  

1   職員の動員に関すること  

2   職員等の派遣要請及びあっせんに関すること  
3   職員の被害調査に関すること 
4   災害応急対策従事者の公務災害補償に関すること  

管 財 班  

※ 管 財 課 長  

管 財 課  1   市庁舎等総務部所管の被害調査及び応急対策に関すること  

2   市有物件の損害調査及び応急対策に関すること  
議 会 班  

※ 議 会 事 務 局  

次 長  

議 会 事 務 局  1  市議会との連絡に関すること  

2   総務部に属する各事務の協力に関すること  

 

支 所 班  

※ 各 総 合 支 所

長 補 佐  

比内総合支 所 
田代総合支 所  
 

1   比内・田代地域の被災状況調査、情報収集、記録、報告及

び広報に関すること 
2   総務部及び他の部に属する各事務の協力に関すること 

財 政 班  

※ 財 政 課 長  

補 佐  

財政課 

会計課 

1   災害に伴う予算経理に関すること 
2   義援金の受納に関すること 
3   補助及び金融に関すること 
4   市税の徴収猶予及び減免措置に係る指導に関すること  

5   その他財政全般に関すること  

市 民 部  市 民 班  

※ 市 民 課 長  

市民課 

保険課 

税務課 

収納課 

1  市民班所管施設の被害調査及び応急対策に関すること  

2   避難所の開設、運営に関すること（公民館班も対応。必要

に応じ全庁で対応） 
3   避難者名簿の作成に関すること 
4   食糧品及び生活必需品の調達に関すること  
5   避難者及び負傷者の輸送に関すること  
6   遺体の収容及び埋火葬並びに慰霊に関すること 
7   生活相談に関すること  

8   防犯に関すること 
9   税の徴収猶予及び減免措置に関すること  

10  り災証明発行補助に関すること  

11  その他救助全般に関すること  

環 境 班  

※ 環 境 課 長  

環境課 1   環境班所管施設の被害調査及び応急対策に関すること  

2   ごみ、し尿の処理処分に関すること  

3  トイレ利用の確保に関すること  
4   清掃用車両及び作業者の確保に関すること  
5   消毒に関すること 
6   消毒資機材及び薬品の調達に関すること 
7   その他清掃全般に関すること  

福 祉 部  福 祉 班  

※ 福 祉 課 長  

福祉課 

長寿課 

健康課 

1   福 祉 班 所 管 施 設 の 被 害 調 査 及 び 応 急 対 策 に 関 す る こ と  

2   福 祉 施 設 に 係 る 被 害 調 査 に 関 す る こ と  

3   見 舞 金 の 配 布 に 関 す る こ と  

4   奉 仕 団 体 の 派 遣 に 関 す る こ と  

5   日 赤 等 が 行 う 炊 き 出 し に 関 す る こ と  

6   災 害 ボ ラ ン テ ィ ア の 受 け 入 れ に 関 す る こ と  

7   避 難 行 動 要 支 援 者 の 避 難 支 援 に 関 す る こ と  

8   避 難 行 動 要 支 援 者 の 避 難 所 生 活 に 関 す る こ と  

9   要 支 援 世 帯 の り 災 援 護 に 関 す る こ と  

10  義 援 金 等 の 配 分 に 関 す る こ と  

11  そ の 他 福 祉 全 般 に 関 す る こ と  

12  医 療 救 護 の 応 援 要 請 に 関 す る こ と  

13  防 疫 に 関 す る こ と  

14  救 護 所 の 設 置 に 関 す る こ と  
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部  班  課  業  務  内  容  

福 祉 部     15  防 疫 資 機 材 及 び 薬 品 の 調 達 に 関 す る こ と  

16  医 師 会 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と  

17  避 難 者 ( 避 難 所 外 避 難 者 含 む ) の 身 体 及 び 心 の ケ ア に

関 す る こ と  

18  そ の 他 保 健 衛 生 に 関 す る こ と  

子 ど も 班  

※ 子 ど も  

課 長  

子 ど も 課  

保 育 園  

1   子 ど も 班 所 管 施 設 の 被 害 調 査 及 び 応 急 対 策 に 関 す る

こ と  

2   児 童 福 祉 施 設 の 被 害 調 査 に 関 す る こ と  

3   園 児 の 避 難 及 び 救 護 に 関 す る こ と  

産 業 部  農 林 班  

※ 農 林 課 長  
農 林 課   
農 業 委 員 会  

1   農 林 班 所 管 施 設 の 被 害 調 査 及 び 応 急 対 策 に 関 す る こ と  

2   農林業に係る被害調査に関すること 
3   農作物の被害防止及び病虫害の防除に関すること 

4   農地及び農業用施設の被害調査並びに応急対策に関すること 
5   農作物及び森林の被害調査並びに応急対策に関すること 
6   農薬、肥料の確保及び配分に関すること 
7   家畜伝染病の予防及び施設等の復旧に関すること 

8  死亡獣畜処理の相談に関すること 
9   家畜飼料の調達、配分に関すること 
10  林産物及び復旧用木材のあっせんに関すること 
11  農林畜産関係の資金融資等に関すること 
12  農林業に係るり災証明に関すること 
13  その他農林全般に関すること  

商 工 班  

※ 商 工 課 長  
商 工 課  1   商 工 班 所 管 施 設 の 被 害 調 査 及 び 応 急 対 策 に 関 す る こ と  

2   商工関係業者の被害調査に関すること 
3   物資の流通及び物価の安定対策に関すること 
4   被災失業者の職業相談に関すること 
5   被災中小企業者に対する金融措置に関すること 
6   その他商工全般に関すること  

観 光 班  

※ 観 光 課 長  

観 光 課  1   観光班所管施設の被害調査及び応急対策に関すること  

2   避難者の入浴サービスの提供に関すること  

3   その他観光物産関係全般に関すること  

建 設 部  土 木 班  土 木 課  1   土木班所管施設の被害調査及び応急対策に関すること  

2  道路などの障害物の除去に関すること 
3   道路､橋､堤防等の被害調査及び応急対策に関すること 
4   通行不能箇所等の表示に関すること 

5    河川の被害調査及び復旧に関すること 

6    河川の漂流物の除去に関すること 

7    各道路管理者との連絡調整に関すること 

8   その他土木全般に関すること  

都 市 計 画 班  

※ 都 市 計 画

課 長  

都 市 計 画 課  

ま ち づ く り

推 進 室  

1    都市計画班所管施設の被害調査及び応急対策に関すること  

2   市有建築物及び施設、設備の応急対策に関すること 
3   建築物等の応急危険度判定に関すること 
4   応急仮設住宅の建設工事及び被災住宅の応急修理工事に関す

ること 

5  市営住宅等の被害調査及び応急対策に関すること 
6   公園施設に係る被害調査及び応急対策に関すること 
7   住宅建設の融資あっせんに関すること 

8   都市交通に係る被害調査及び応急対策に関すること 
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部  班  課  業   務   内   容  

建 設 部    9   その他都市計画、建築全般に関すること  
水 道 班  

※ 水 道 課 長  

水 道 課  1   水道班所管施設の被害調査及び応急対策に関すること  

2   被害情報の収集､記録､報告及び広報に関すること 
3   関係機関への応援要請及び受け入れに関すること  
4   車両及び無線の調達に関すること 
5   応急給水に関すること  

6   断水の巡回広報に関すること 
7   市民の相談対応に関すること 
8   災害に伴う水道料金の減免に関すること  
9   被害状況の集約に関すること 
10  配水調整に関すること 
11  水質検査に関すること  

12  その他水道全般に関すること 

下 水 道 班  

※ 下 水 道  

課 長  

下 水 道 課  1   下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること 

2   農業集落排水施設の被害調査及び応急復旧に関すること 

3   合併処理浄化槽の被害調査及び応急復旧に関すること  

4   市民の相談対応に関すること 
5   その他下水道全般に関すること  

教 育 部  教 育 総 務 班  

※ 教 育 総 務

課 長  

教 育 総 務 課  

ス ポ ー ツ  

振 興 室  

1   教育及び学校施設の被害調査並びに応急対策に関すること  

2   社会教育、体育施設の被害調査及び応急対策に関すること  
3   学校施設に対する集団避難の受入対策に関すること  

4   臨時校舎の開設に関すること 
5   その他教育及び社会教育全般に関すること  

学校教育 班  

※ 学 校 教 育  

課 長  

学校教育課  

小 中 学 校  

1   児童生徒の避難及び救護に関すること  
2   保健衛生及び学校給食保全措置に関すること  
3   被災児童､生徒の教科書､学用品の調達に関すること  

4   児童生徒の心のケアに関すること 

生涯学習班  

※生涯学習  

課長 

生涯学習課  1   文化財等の被害調査及び保全対策に関すること  

2   文化施設に係る被害調査及び応急対策に関すること  
 

公民館班 

※中央公民  

館長 

各公民館 1   公民館施設の被害調査及び応急対策に関すること  

2   避難所の開設、運営に関すること（市民班も対応。必要に

応じ全庁で対応）  

病 院 部  病院班 

※市病総務  

課長 

総合病院 

扇田病院 

1   現 地 医 療 救 護 班 の 編 成 に 関 す る こ と   
2   協 力 医 療 機 関 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と   
3   傷 病 者 の 医 療 措 置 に 関 す る こ と   
4   医 療 器 具 及 び 医 療 品 の 調 達 に 関 す る こ と   
5   検 疫 に 関 す る こ と   
6   遺 体 の 検 視 に 関 す る こ と   
7   そ の 他 医 療 全 般 に 関 す る こ と  

消 防 部  消防総務班 

※消防次長  

※消防総務課  

長 ( 次長が兼

務の場合 )  

消防総務課  1   部 内 の 被 害 調 査 の 集 計 及 び 報 告 に 関 す る こ と  

2   消 防 協 力 者 の 災 害 補 償 に 関 す る こ と  

3   消防職員及び消防団員の公務災害補償に関すること  

4   消 防 職 員 、 団 員 の 配 食 に 関 す る こ と  

5   関 係 機 関 と の 連 絡 に 関 す る こ と  

指 揮 班  

※消防署長  

消防本部 

予防課・ 

警防課 

1   消防職・団員の動員に関すること 
2   消防部隊の指揮、運用に関すること  
3   災害現場の連絡調整に関すること  
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部  班  課  業  務  内  容  

消 防 部    4   災害情報の収集に関すること  

5   警防資機材の調達に関すること 
6   消防応援要請に関すること  

7   通信に関すること  

8   災害情報及び気象予警報の収集、伝達に関すること  

9   その他指揮全般に関すること  
防 御 班  

※ 警 防 課 長  

消防署各分

署  

消防団 

 

1   災害の防御及び警戒に関すること 
2   避難勧告、指示及び誘導に関すること 
3   被災者の救出及び行方不明者の捜索に関すること  
4   警戒区域の設定に関すること   
5   その他警防活動全般に関すること  

調 査 班  

※ 予 防 課 長  

消防署 

 

1   被害調査に関すること 
2   火災原因及び損害に関すること 
3   火災に係る証明の発行に関すること 
4   その他予防全般に関すること  

（なお、消防部は災害の程度や必要に応じ、事務分掌に関わら

ず部全体で災害対応する。）  

Ẽ  ─  

 

─  

 ①  本 部 員 の 招 集  

   本 部 長 が 、 必 要 と 認 め る と き 招 集 す る 。  

 ②  協 議 事 項  

本 部 会 議 は 、 本 部 長 、 副 本 部 長 、 本 部 員 で 組 織 し 、 お お む ね 次 に 掲 げ る 災

害 予 防 、 災 害 応 急 対 策 そ の 他 の 防 災 に 関 す る 重 要 な 事 項 に つ い て 協 議 す る 。  

  ア  災 害 救 助 法 の 実 施 に 関 す る こ と  

  イ  本 部 の 活 動 体 制 に 関 す る こ と  

  ウ  被 害 状 況 視 察 隊 の 編 成 に 関 す る こ と  

  エ  災 害 応 急 対 策 の 実 施 及 び 調 整 に 関 す る こ と  

  オ  他 市 町 村 に 対 す る 応 援 要 請 の 要 求 に 関 す る こ と  

  カ  自 衛 隊 の 災 害 派 遣 要 請 の 要 求 及 び 配 備 に 係 る 調 整 に 関 す る こ と  

  キ  災 害 広 報 に 関 す る こ と  

  ク  県 、 国 に 対 す る 要 望 に 関 す る こ と  

  ケ  見 舞 金 の 給 付 に 関 す る こ と  

  コ  災 害 対 策 本 部 の 廃 止 に 関 す る こ と  

  サ  そ の 他 重 要 な 事 項 に 関 す る こ と  

    な お 、 各 部 長 は 、 災 害 情 報 、 被 害 状 況 及 び 災 害 応 急 対 策 の 状 況 、 そ の 他

必 要 な 事 項 に つ い て 、 随 時 、 本 部 会 議 に 報 告 す る 。 ま た 、 会 議 の 庶 務 は 危

機 管 理 課 が 担 当 す る 。  

 

≤─  

県 と の 間 で は 、 平 常 時 か ら 定 期 的 に 担 当 者 間 の 意 見 交 換 を 行 っ て 意 思 の 疎
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通 を 図 っ て お く と と も に 、 災 害 時 に は 、 県 か ら 市 災 害 対 策 本 部 会 議 に 連 絡 員

を 派 遣 す る こ と に な っ て い る 。 ま た 、 県 総 合 防 災 情 報 シ ス テ ム 等 に よ り 被 害

情 報 及 び 対 策 活 動 情 報 の 共 有 を 行 う 。  

 

 

  

 

市 域 で 災 害 が 発 生 し た 場 合 、 た だ ち に 次 の 動 員 体 制 を 取 り 、 被 害 状 況 の 把 握 及

び 災 害 応 急 対 策 を 実 施 す る 。  

 

 

市 は 、 気 象 警 報 、 災 害 の 状 況 等 に 応 じ て 次 の 第 １ 動 員 か ら 第 ３ 動 員 ま で の

職 員 の 動 員 体 制 を 敷 く 。 た だ し 、 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、 基 準 と 異 な る 動

員 体 制 を 敷 く こ と が で き る 。  

体

制  
災害対策本部設置  災害警戒対策部設置  災害警戒対策室設置  

種

別  
第３動員 第２動員  第１動員 

 

 

動

員  

基  

準  

１ 市民の生命、身体、財産に甚

大な被害をもたらす災害が発

生し、または拡大する恐れがあ

り、市長の指示があった場合 

２ 災害救助法が適用する程度

の災害が発生した場合 

３ 特別警報が発表され、市長が

災害対策上、必要と認めた場合 

４  その他市長が必要と認めた

場合  

１ 相当規模の災害が発生し、ま

たは拡大する恐れがあり、総務

部長の指示があった場合 

２ 特別警報が発表され、市長が

災害対策上、必要と認めた場合 

３ その他総務部長が必要と認

めた場合  

１ 暴風、大雨、洪水、大雪そ

の他の警報が発表され、危機

管理課長が防災対策上必要

と認めた場合 

２  その他危機管理課長が必

要と認めた場合  

 

 

体

制  

１  突 発 的 災 害 等 に 対 す る

応 急 措 置 を 取 り 、 救 助 活

動 及 び 情 報 収 集 、 広 報 活

動 な ど が 円 滑 に 実 施 で き

る 体 制 と す る 。  

２  全 庁 を 挙 げ て 全 力 で 対

処 す る 体 制 と す る 。  

１  第 １ 動 員 体 制 を 強 化 す

る と と も に 、 事 態 の 推 移

に 伴 い 速 や か に 災 害 対 策

本 部 を 設 置 で き る 体 制 と

す る 。  

 

１  災 害 関 係 課 の 職 員 で 、

災 害 応 急 活 動 、情 報 収 集

活 動 が 円 滑 に 実 施 で き

る 体 制 と す る 。  

動

員

者  

 

全 職 員  

指 定 職 員  

（ ■ ④ 動 員 基 準 表 に 定 め る

職 員 ）  

指 定 職 員  

（ ■ ④ 動 員 基 準 表 に 定 め

る 職 員 ）  

Ẽ ה   
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①  第 １ 動 員 （ 災 害 警 戒 対 策 室 ）  

項 目  内 容  

動 員 基 準  次 の 条 件 に 該 当 す る と き 。  

１ 暴風、大雨、洪水、大雪その他の警報が発表され、危機管理課

長が防災対策上必要と認めた場合 

２  その他危機管理課長が必要と認めた場合  

体 制  １  災 害 警 戒 対 策 室 の 設 置  

２  災 害 応 急 活 動 ・ 情 報 収 集 活 動 が 円 滑 に 実 施 で き る 体 制

と す る 。  

３  事 態 の 推 移 に 伴 い 、 速 や か に 高 次 の 体 制 に 移 行 で き る

体 制 と す る 。  

時 間 外 の 招 集 方 法  １  原 則 は 自 主 登 庁 と す る 。  

２  そ の 他 の 状 況 に よ り 、 市 長 が 認 め 対 策 室 を 設 置 し た 場

合 は 、 所 定 の 方 法 に よ り 職 員 を 招 集 す る 。  

動 員 者  指定職員（ ■ ④ 動 員 基 準 表 に 定 め る 職 員 ）  

活 動 内 容  １  災 害 に 関 す る 情 報 の 収 集 ・ 伝 達  

２  防 災 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整  

３  災 害 対 策 本 部 の 事 務 分 掌 に 準 じ た 災 害 応 急 対 策  

４  災 害 警 戒 対 策 部 設 置 へ の 移 行 準 備  

５  そ の 他 市 長 か ら の 特 命 事 項  

災 害 警 戒 対 策 部 へ

の 移 行 手 順  

災 害 警 戒 対 策 室 長 （ 危 機 管 理 課 長 ） は 、 総 合 的 判 断 に 基 づ

き 災 害 警 戒 対 策 部 の 設 置 が 必 要 と 認 め る と き は 、 総 務 部 長

の 指 示 を 受 け る 。  

 

②  第 ２ 動 員 （ 災 害 警 戒 対 策 部 ）  

項 目  内 容  

動 員 基 準  次 の 条 件 に 該 当 す る と き 。  

１ 相当規模の災害が発生し、または拡大する恐れがあり、総務部長

の指示があった場合 

２ 特別警報が発表され、市長が災害対策上、必要と認めた場合 

３ その他総務部長が必要と認めた場合  

体 制  １  災 害 警 戒 対 策 部 の 設 置  

２  第１動員体制を強化するとともに、局地的災害に対処で

きる体制とし、社会的混乱の防止、情報の収集連絡及び活

動に対処できる体制とする。  

３  事態の推移に伴い、速やかに災害対策本部を設置できる

体制とする。  

時 間 外 の 招 集 方 法  １  原 則 は 自 主 登 庁 と す る 。  

２  そ の 他 の 状 況 に よ り 、 市 長 が 認 め 対 策 部 を 設 置 し た 場
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合 は 、 所 定 の 方 法 に よ り 職 員 を 招 集 す る 。  

動 員 者  指定職員（ ■ ④ 動 員 基 準 表 に 定 め る 職 員 ）  

活 動 内 容  １  災 害 に 関 す る 情 報 の 収 集 ・ 伝 達  

２  防 災 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整  

３  災 害 対 策 本 部 の 事 務 分 掌 に 準 じ た 災 害 応 急 対 策  

４  災 害 対 策 本 部 設 置 へ の 移 行 準 備  

５  そ の 他 市 長 か ら の 特 命 事 項  

災 害 対 策 本 部 へ の

移 行 手 順  

災 害 警 戒 対 策 部 長 （ 総 務 部 長 ） は 、 総 合 的 判 断 に 基 づ き 災

害 対 策 本 部 の 設 置 が 必 要 と 認 め る と き は 、 市 長 の 指 示 を 受

け る 。  

 

③  第 ３ 動 員 （ 災 害 対 策 本 部 ）  

項 目  内 容  

動 員 基 準  次 の 条 件 に 該 当 す る と き 。  

１ 市民の生命、身体、財産に甚大な被害をもたらす災害が発生し、

または拡大する恐れがあり、市長の指示があった場合 

２ 災害救助法が適用する程度の災害が発生した場合 

３ 特別警報が発表され、市長が災害対策上、必要と認めた場合 

４  その他市長が必要と認めた場合  

体 制  １  災 害 対 策 本 部 の 設 置  

２  突発的災害等に対する応急措置を取り、救助活動及び情

報収集、広報活動などが円滑に実施できる体制とする。  

時 間 外 の 招 集 方 法  １  全 職 員 は 、 あ ら ゆ る 手 段 を 行 使 し て 自 主 登 庁 す る 。  

２  そ の 他 の 状 況 に よ り 、 市 長 が 認 め 対 策 本 部 を 設 置 し た

場 合 は 、 所 定 の 方 法 に よ り 職 員 を 招 集 す る 。  

動 員 者  全職員  

活 動 内 容  １  災 害 に 関 す る 情 報 の 収 集 ・ 伝 達  

２  救 出 ・ 救 護 活 動  

３  広 範 囲 に わ た る 災 害 に 対 す る 応 急 対 策 活 動  

４  避 難 対 策  

５  広 報 活 動 等  

６  そ の 他 市 長 か ら の 特 命 事 項  
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④  動 員 基 準 表 （ 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）  

区   分
 

第 １ 動 員
 

第 ２ 動 員
 

第 ３ 動 員
 

本部等設置基 準  
災 害 警 戒 対 策 室 設 置  災 害 警 戒 対 策 部 設 置   災 害 対 策 本 部 設 置  

 人 数   人 数  

市 長  

副 市 長 、 教育長  

病院事業管理者  

        

 

 

 

全  

 

 

 

 

 

 

職  

 

 

 

 

 

 

員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  

 

 

総 務 部  

・ 総 務 課  

・ 危 機 管 理 課  

・ 企 画 調 整 課  

・職 員課  

・ 財 政 課  

・ 管 財 課  

・ 契 約 検 査 課  

 

課 長 以 下 全 職 員  

 〃  

係 長 以 上 職 員  

課長  

 〃  

 〃  

 〃  

 

１ ５  

４  

４  

１  

１  

１  

１  

部 長  

課 長 以 下 全 職 員  

 〃  

 〃  

係 長 以 上 職 員   

 〃  

 〃  

 〃  

１  

１ ５  

４  

１ １  

４  

３  

４  

４  

市 民 部  

・ 市 民 課  

  出 張 所  

・保 険 課  

・税 務 課  

・収 納 課  

・環境課  

  

課 長  

 

課長  

 〃  

 〃  

係長以上職員  

 

１  

 

１  

１  

１  

５  

部 長  

係 長 以 上 職 員  

所長以下全職員  

係長以上職員  

 〃  

 〃  

課 長 以 下 全 職 員  

１  

７  

９  

４  

６  

５  

１ ８  

福 祉 部  

・福 祉 課  

・ 子 ど も 課  

  保 育 園  

・長 寿 課  

・ 健 康 課  

 

係長以上職員  

 〃  

 

係長以上職員  

課長  

 

６  

５  

 

４  

１  

部 長  

課 長 以 下 全 職 員  

 〃  

園 長  

課 長 以 下 全 職 員  

係 長 以 上 職 員  

１  

２ ４  

１ ６  

６  

１ ９  

７  

産 業 部  

・ 農 林 課  

・商工課  

・観 光 課  

 

課 長   

〃   

 〃  

 

１  

１  

１  

部 長  

係 長 以 上 職 員  

 〃  

 〃  

１  

５  

４  

５  

建 設 部  

・ 土 木 課  

・都市計画課  

ま ち づ く り 推 進 室  

・水道 課  

・下水道 課  

 

課 長  

 〃  

室 長  

係長以上職員  

 〃  

 

１  

１  

１  

７  

６  

部 長  

課 長 以 下 全 職 員  

 〃  

 〃  

 〃  

 〃  

１  

２ ３  

１ ９  

９  

２ ８  

２ ０  
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比 内 総 合 支 所  

・ 総 務 係 、 市

民 生 活 係  

・ 産 業 振 興 係  

 

係長以上職員  

 

 〃  

 

３  

 

１  

 

支 所 長 以 下 全 職 員  

 

補 佐 以 下 全 職 員  

 

９  

 

３  

 

 

 

 

職  

 

 

 

 

 

 

員  

 

 

 

 

 

 

 

 

田 代 総 合 支 所  

・ 市 民 生 活 係  

・ 産 業 振 興  

係 、 建 設 係  

 

係長以上職員  

 〃  

 

３  

２  

 

支 所 長 以 下 全 職 員  

補 佐 以 下 全 職 員  

 

８  

４  

会 計 課  課 長  １  係 長 以 上 職 員  ３  

議 会 事 務 局   

事 務 局 次 長  

 

１  

事 務 局 長  

係 長 以 上 職 員  

１  

３  

監 査 委 員  事 務 局 長  １  係 長 以 上 職 員  ３  

選 挙 管 理 委 員 会   〃  １   〃  ２  

農 業 委 員 会   〃  １   〃  ３  

教 育 委 員 会  

・教育総務課  

スポ ー ツ振 興 室  

・学校教育課  

・生涯学習課  

  中 央 公 民 館  

比 内・田 代 公 民 館  

  郷 土 博 物 館  

 

係 長 以 上 職 員  

室 長  

係 長 以 上 職 員  

課長  

 

 

 

 

４  

１  

６  

１  

 

 

 

教 育 次 長  

課 長 以 下 全 職 員  

係長以上職員  

課 長 以 下 全 職 員  

係 長 以 上 職 員  

  〃 

係 長 以 下 全 職 員  

補 佐 以 下 全 職 員  

１  

９  

２  

１ １  

４  

２  

４  

５  

市 立 総 合 病 院  

・診 療 局  

 

・看 護 部  

・事 務 局  

 

正 副 診 療 局 長  

 

副 看 護 部 長  

各 課 長  

 

５  

 

３  

３  

事 務 局 長  

正 副 診 療 局 長 以 上 （

院 長 ・ 副 院 長 含 む ）  

正 副 看 護 部 長  

各 課 係 長 以 上 職 員  

１  

９  

 

４  

１ ３  

市 立 扇 田 病 院  

・診 療 局  

 

・看 護 部  

・事 務 局  

 

診 療 局 長  

 

副 看 護 部 長  

事 務 長  

 

１  

 

１  

１  

 

診 療 局 長 以 上 （ 院 長

・ 副 院 長 含 む ）  

正 副 看 護 部 長  

係 長 以 上 職 員  

 

３  

 

２  

３  

消 防 本 部 （ 署 ）  次長、署長、副署長、課 長  ４  消 防 長 以 下 全 職 員  １ １ ９  

計 （ 人 ）  １ １ ５  ５ １ ５  １ ， ２ ８ ６  

※ 第 １ 動 員 時 に 課 長 が 不 在 の 場 合 、 課 長 に 代 わ っ て 参 集 す る 職 員 を 事 前 に 各 課 で

定 め て お く こ と 。 な お 、 人 数 に は 育 休 ・ 病 休 等 、 派 遣 職 員 は 含 ま な い 。  

 

⌐ ≤ ╘╢≤⅝─ ─  

総 務 部 長 は 、 危 機 管 理 課 長 の 報 告 を も と に 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

市 長 に 具 申 し 、 市 長 が 動 員 体 制 を 決 定 す る 。 総 務 部 長 が 不 在 か つ 連 絡 不 能 の

場 合 は 総 務 課 長 が 代 行 す る 。  
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な お 、 動 員 決 定 代 理 者 は 、 次 の と お り と す る 。  

 

 

 
決 定 者  

代 決 者  

１  ２  ３  

第 １ 動 員  

第 ２ 動 員  

第 ３ 動 員  

 

市 長  

 

副 市 長  

 

教 育 長  

 

総 務 部 長  

Ẽ  ─ ה  

 

 

 ─ ה  

 

 災 害 対 策 本 部 を 設 置 し た 場 合 、 総 務 部 長 は 、 災 害 応 急 対 策 を 迅 速 か つ 的 確 に 進

め る た め 、 必 要 な 職 員 の 配 備 を た だ ち に 行 う 。 市 職 員 は 、 業 務 時 間 内 、 時 間 外 を

問 わ ず 速 や か に 参 集 し 、 所 定 の 業 務 に 当 た る も の と す る 。  

 

─  

招 集 の 伝 達 は 、 勤 務 時 間 中 に お い て は 庁 内 放 送 等 を 通 じ て 行 い 、 勤 務 時 間

外 に お い て は 、 原 則 と し て 自 主 登 庁 と し 、 必 要 に 応 じ て 危 機 管 理 課 長 の 指 示

に よ り 電 話 等 を 用 い て 職 員 を 招 集 す る 。  

な お 、 大 規 模 な 災 害 時 に は 、 職 員 自 身 が 被 災 す る こ と も あ る た め 、 班 に よ

っ て は 十 分 な 人 数 の 招 集 が で き な い 可 能 性 が あ る 。 そ の 場 合 、 本 部 長 の 判 断

に よ り 、 そ の 時 点 で 優 先 度 の 高 い 業 務 の 担 当 班 に 対 し 、 他 班 よ り 人 員 を 補 充

す る 。  

①  勤 務 時 間 中 に お け る 配 備 の 伝 達  

ア  庁 内 の 放 送 設 備 及 び 電 話 に よ る 伝 達  

危 機 管 理 課 長 は 、 庁 内 放 送 及 び 庁 内 電 話 に よ り 職 員 に 対 し 、 配 備 の 伝 達

を す る 。  

 

■ 庁 内 放 送 文 （ 例 ）  

 市 長 の 緊 急 命 令 を 伝 達 し ま す 。 （ ２ 回 繰 り 返 す ）  

 ○ ○ ○ の た め 、 市 内 に 被 害 が 発 生 し た 模 様 で あ る 。  

○ ○ 時 ○ ○ 分 災 害 対 策 本 部 を 設 置 し 、 応 急 対 策 を 実 施 す る こ と と

し た 。 職 員 は 、 地 域 防 災 計 画 に 従 い 、 た だ ち に 配 置 に つ き 応 急 対 策

の 実 施 に 万 全 を 期 さ れ た い 。  

 以 上 繰 り 返 し ま す 。  

 

イ  使 送 に よ る 伝 達  

庁 内 放 送 及 び 庁 内 電 話 が 使 用 で き な い 場 合 は 、 危 機 管 理 課 長 は 、 課 員 等

の 使 送 に よ り 、 各 部 長 等 に 動 員 の 伝 達 を す る 。  
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    各 部 長 等 は 各 課 長 等 に 、 ま た 、 各 課 長 等 は 各 課 員 に 伝 達 す る 。  

②  自 主 登 庁 以 外 の 勤 務 時 間 外 に お け る 動 員 の 伝 達  

ア  電 話 に よ る 伝 達  

職 員 課 長 は 、 電 話 等 を 用 い 各 部 長 等 に 伝 達 を す る 。  

各 部 長 等 は 各 課 長 等 に 、 各 課 長 等 は そ れ ぞ れ の 所 属 職 員 に 、 あ ら か じ め

定 め て い る 非 常 時 用 連 絡 系 統 に よ り 電 話 等 を 用 い て 動 員 の 伝 達 を す る 。  

イ  緊 急 時 職 員 参 集 メ ー ル に よ る 伝 達  

緊 急 時 情 報 一 斉 配 信 シ ス テ ム に よ り 、 職 員 に 対 し 動 員 の 伝 達 を す る 。  

ウ  ラ ジ オ・ テ レ ビ に よ る 伝 達  

上 記 の 伝 達 が で き な い 場 合 、 市 長 は 、 県 を 通 じ 県 が 締 結 し て い る 「 災 害

時 に お け る 放 送 要 請 に 関 す る 協 定 」 に 基 づ き 、 放 送 機 関 に 動 員 に 関 す る 放

送 を 要 請 す る 。 職 員 は 、 災 害 発 生 後 速 や か に ラ ジ オ ・ テ レ ビ 放 送 を 視 聴 す

る よ う 努 め る 。  

 

 

本  部  長  

( 市   長 )  

 副  本  部  長  

( 副市長・教育長)  

 
 

 
総  務  部  長

 

 

 

 防 災 対 策 班  

（ 危 機 管 理 課 長 ） 

 動 員 連 絡 班  

( 職 員 課 長 )  

 各  部  長   

 

                           
連  絡

 各  課  長   

招 集 ・ 動 員 指 示                                                 

            意 見 ・ 具 申  当  直  者   各  班  員  

                                     

Ẽ  ─  

 

③  動 員 状 況 の 報 告  

   各 部 長 等 は 、 職 員 の 動 員 状 況 を 速 や か に 把 握 し 、 総 務 部 長 に 報 告 す る 。 ま

た 、 総 務 部 長 は 市 長 に 報 告 す る 。  

   

   １  部 ・ 班 名  

   ２  動 員 連 絡 済 み 人 員 数  

   ３  動 員 連 絡 不 能 人 員 数 及 び 同 地 域  

   ４  登 庁 人 員 数  

   ５  登 庁 不 能 の た め 最 寄 り の 出 先 機 関 に 非 常 参 集 し た 人 員  

   ６  そ の 他  
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─  

職 員 の 参 集 は 、 非 常 登 庁 及 び 自 主 登 庁 並 び に 電 話 等 の 指 示 に よ る 招 集 に よ

り 参 集 す る 。  

①  非 常 登 庁  

職 員 は 、 市 長 事 務 部 局 職 員 の 服 務 に 関 す る 規 程 第 17 条 等 の 規 定 に 基 づ き、

庁 舎 に 火 災 ま た は 近 火 そ の 他 非 常 事 態 が 発 生 し た と き は 、 た だ ち に 登 庁 し て

上 司 の 指 揮 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

参 集 不 能 の 状 態 に あ る と き は 、 所 属 長 に そ の 旨 連 絡 す る よ う 努 め る 。  

②  自 主 登 庁  

職 員 は 、 表 ３ － １ － ７ の 基 準 に 従 い 、 た だ ち に 登 庁 す る 。  

③  招 集 に よ る 参 集  

上 記 以 外 の 場 合 に お い て 、 職 員 の 動 員 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 当 該 動 員 指 示

に 係 わ る 職 員 は 指 定 さ れ た 施 設 、 ま た は 指 定 さ れ た 場 所 に 参 集 す る 。  

 

─ ┘ ⌐⅔↑╢  

   全 て の 職 員 は 、 災 害 が 発 生 し た 場 合 、 次 の 事 項 を 順 守 す る も の と し 、 日 ご

ろ か ら 心 得 て お く 。  

①  主 に 勤 務 時 間 内 に お け る 順 守 事 項  

  ア  配 備 に つ い て い な い 場 合 も 常 に 災 害 に 関 す る 情 報 、 災 害 対 策 本 部 等 の 指

示 に 注 意 す る 。  

  イ  勤 務 場 所 を 離 れ る 場 合 に は 、 所 属 長 と 連 絡 を 取 り 、 常 に 所 在 を 明 確 に し

て お く 。  

  ウ  不 急 の 行 事 、 会 議 、 出 張 等 を 中 止 す る 。  

  エ  正 規 の 勤 務 時 間 が 終 了 し て も 、 所 属 長 の 指 示 が あ る ま で 退 庁 せ ず 待 機 す

る 。  

  オ  災 害 現 場 に 出 動 し た 場 合 は 、 標 章 を 着 用 し 、 ま た 、 市 名 の 掲 示 さ れ て い

な い 公 用 車 に は 標 旗 を 掲 げ る 。  

  カ  市 民 に 不 安 や 誤 解 を 与 え な い よ う 、 発 言 に は 細 心 の 注 意 を す る 。  

②  主 に 勤 務 時 間 外 に お け る 順 守 事 項  

  ア  災 害 等 が 発 生 し 、 そ の 災 害 が 「 動 員 基 準 」 に 定 め る 事 項 に 該 当 す る こ と

を 知 っ た と き 、 ま た は 該 当 す る こ と が 予 測 さ れ る と き は 、 登 庁 指 令 を 待 つ

こ と な く 、 自 主 的 に 所 属 の 勤 務 場 所 も し く は あ ら か じ め 指 定 さ れ た 場 所 に

登 庁 す る 。  

  イ  動 員 基 準 表 に 基 づ き 参 集 す る 。  

  ウ  登 庁 に お い て は 、 可 能 な 限 り 被 害 状 況 、 そ の 他 災 害 情 報 の 把 握 に 努 め 、

登 庁 後 た だ ち に 所 属 長 に 報 告 す る 。  

③  参 集 時 の 留 意 事 項  

    ア  災 害 に よ り 、 通 常 利 用 し て い る 公 共 交 通 機 関 が 停 止 し た り 、 道 路 が 車 両

通 行 不 能 に な る こ と も 予 想 さ れ る こ と か ら 、そ の 際 の 参 集 手 段 は 、自 転 車、

バ イ ク 、 徒 歩 と す る 。  
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イ  災 害 の 発 生 時 間 が 夜 間 あ る い は 休 日 と な る 場 合 や 、 災 害 に よ り 情 報 連 絡

機 能 が 低 下 し た 場 合 等 に お い て も 、 職 員 は 該 当 す る 規 定 に 基 づ い て 的 確 に

行 動 す る 。  

    ウ  被 害 状 況 を 観 察 し な が ら 登 庁 し 、 被 害 状 況 を メ モ し 必 ず 報 告 す る 。 参 集

途 上 に お い て 負 傷 者 等 要 救 助 者 を 発 見 し た 場 合 、 ま た は 救 助 を 求 め ら れ た

場 合 は 、 そ の 人 命 救 助 を 最 優 先 と す る 。  

エ  食 糧 （ ３ 食 分 程 度 ） 、 飲 料 水 （ 水 筒 ） 、 ラ ジ オ 等 の 携 行 に 努 め る 。  

  オ  本 庁 職 員 は 勤 務 課 所 に 参 集 し 、 受 付 で 腕 章 を 受 け 取 る 。 本 庁 が 被 災 し て

使 用 で き な い 場 合 は 、 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー に 参 集 す る 。  

    カ  出 先 機 関 及 び 施 設 職 員 は 、 そ れ ぞ れ の 勤 務 公 署 に 参 集 す る 。  

④  災 害 に よ り 勤 務 課 等 へ の 登 庁 が 不 能 と な っ た 場 合 の 措 置  

災 害 に よ り 、 交 通 ・ 通 信 が 途 絶 し 、 ま た は 利 用 で き な い た め 勤 務 課 等 へ の

登 庁 が 不 能 と な っ た 場 合 は 、 次 に よ り 行 動 す る 。  

ア  参 集 場 所  

登 庁 可 能 な 最 寄 り の 公 民 館 ま た は 出 先 機 関 や 施 設 に 参 集 し 、 当 該 機 関 の

長 の 指 示 を 受 け 災 害 応 急 対 策 に 従 事 す る 。  

イ  参 集 し た 場 合 の 措 置  

( ｱ)  職 員 は 、 当 該 出 先 機 関 等 の 長 に 自 己 の 所 属 課 等 、 職 氏 名 及 び 勤 務 課

等 へ 参 集 で き な い 理 由 を 報 告 す る 。  

( ｲ)  当 該 出 先 機 関 等 の 長 は 、 前 記 ( ｱ) に よ り 報 告 を 受 け た 職 員 の 職 ・ 氏 名

及 び 勤 務 状 況 等 に つ い て 当 該 職 員 の 所 属 長 に 速 や か に 連 絡 す る 。  

( ｳ)  勤 務 場 所 へ の 復 帰  

出 先 機 関 等 の 長 は 、 災 害 応 急 対 策 の 実 施 状 況 に 応 じ て 、 非 常 参 集 職 員

の 復 帰 が 可 能 と 認 め る 場 合 は 、 当 該 職 員 に 復 帰 を 命 ず る と と も に そ の 旨

を 当 該 職 員 の 所 属 長 に 連 絡 す る 。  

 

─ ╢═⅝  

   災 害 発 生 直 後 に 職 員 が 取 る べ き 緊 急 措 置 は 次 の と お り と す る 。  

①  勤 務 時 間 内 に 災 害 が 発 生 し た 場 合  

ア  在 庁 者 の 安 全 確 保 と 避 難 誘 導  

庁 舎 内 の 市 民 等 在 庁 者 の 安 全 を 確 保 し 、 火 災 発 生 な ど で 避 難 が 必 要 と 判

断 さ れ る と き は 、 安 全 な 場 所 へ 避 難 誘 導 を 行 う 。  

    イ  市 庁 舎 、 施 設 等 の 被 災 状 況 の 把 握 と 初 期 消 火  

       市 庁 舎 及 び 各 施 設 の 被 害 状 況 を 把 握 し 、 管 理 者 へ 速 や か に 報 告 す る 。 ま

た 、 火 災 が 発 生 し た 場 合 は 、 ま ず 初 期 消 火 に 努 め る 。  

ウ  被 害 状 況 を 踏 ま え た 庁 舎 、 施 設 の 緊 急 防 護 措 置  

被 害 の 状 況 に よ り 、 市 庁 舎 等 の 内 外 に わ た り 、 危 険 箇 所 の 立 ち 入 り 規 制

や 、 危 険 物 等 に 対 し 緊 急 防 護 措 置 を 行 う 。  

    エ  非 常 用 自 家 発 電 機 能 や 通 信 機 能 の 確 保  

       市 庁 舎 及 び 市 出 先 機 関 の 施 設 管 理 者 は 、 非 常 用 自 家 発 電 設 備 や 通 信 設 備
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の 被 害 状 況 を 把 握 し 、 自 家 発 電 機 能 や 通 信 機 能 を 確 保 す る 。  

②  勤 務 時 間 外 に 災 害 が 発 生 し た 場 合  

   全 職 員 は 、 勤 務 時 間 外 に 災 害 の 発 生 を 知 っ た と き 、 テ レ ビ 、 ラ ジ オ 等 か ら

速 や か に 災 害 情 報 を 収 集 し 、 職 員 動 員 基 準 に 基 づ き 速 や か に 参 集 す る と と も

に 被 災 状 況 を 調 査 す る 。  

 

 

①  応 急 措 置 事 項  

災 害 対 策 基 本 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） に 基 づ い て 、 知 事 は 、 市 内 に 災 害

が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 次 の 応 急 措 置 を 実 施 す る た め 特 に 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、 災 害 救 助 法 に よ り 従 事 命 令 等 を 発 す る （ 法 第 71 条 ） 。  

な お 、 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 は 、 政 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 一 部

を 市 長 が 行 う 。  

ア  災 害 を 受 け た 児 童 及 び 生 徒 の 応 急 の 教 育  

イ  施 設 及 び 設 備 の 応 急 復 旧  

ウ  清 掃 、 防 疫 そ の 他 の 保 健 衛 生  

エ  犯 罪 の 予 防 、 交 通 の 規 制 そ の 他 災 害 地 に お け る 社 会 秩 序 の 維 持  

オ  緊 急 輸 送 の 確 保  

カ  災 害 発 生 の 防 御 ま た は 拡 大 防 止  

②  従 事 命 令 等 の 種 類  

従 事 命 令 等 の 種 類 は 次 の と お り で あ る 。  

な お 、 協 力 命 令 を 除 き 、 従 事 命 令 等 を 発 す る 場 合 に は 、 公 用 令 書 を 交 付 し

て 行 う （ 法 第 81 条 ） 。  

ア  従 事 命 令  

救 助 を 行 う た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 に 、 例 え ば 、 医 師 、 歯 科 医

師 、 薬 剤 師 、 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 、 土 木 技 術 者 、 大 工 、 自 動 車 運 送 業

者 等 の 医 療 、 土 木 建 築 工 事 ま た は 輸 送 関 係 者 を 救 助 に 関 す る 業 務 に 従 事 さ

せ る こ と が で き る （ 災 害 救 助 法 第 ７ 条 第 １ 項 ） 。  

イ  協 力 命 令  

救 助 を 要 す る 者 及 び そ の 近 隣 の 者 を 救 助 に 関 す る 業 務 に 協 力 さ せ る こ

と が で き る （ 災 害 救 助 法 第 ８ 条 ） 。  

ウ  管 理 、 使 用 、 保 管 命 令 及 び 収 用  

救 助 を 行 う た め に 特 に 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 病 院 、 診 療 所 、 旅 館

等 の 施 設 を 管 理 し 、 土 地 、 家 屋 、 物 資 を 使 用 し 、 物 資 の 生 産 や 販 売 等 の 特

定 業 者 に 対 し て そ の 取 り 扱 う 物 資 の 保 管 命 令 を 発 し 、 ま た は 必 要 な 物 資 を

収 用 で き る （ 災 害 救 助 法 第 ９ 条 ） 。  

※  な お 、 災 害 警 戒 対 策 部 及 び 災 害 警 戒 対 策 室 を 設 置 し た 場 合 に お い て は 、

上 記 に 準 じ た 職 員 の 動 員 ・ 参 集 と す る 。  
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 ─  

 

 市 域 に 災 害 が 発 生 し た 場 合 、 防 災 関 係 機 関 は 、 そ れ ぞ れ の 防 災 計 画 に 基 づ き 、

市 や 他 の 機 関 と の 情 報 交 換 を 行 い 、 自 ら の 応 急 対 策 、 あ る い は 他 の 機 関 と 連 携

し 応 急 対 策 の 実 施 体 制 を 取 り 、 職 員 及 び 社 員 の 非 常 参 集 、 情 報 収 集 連 絡 体 制 の

確 立 、 災 害 対 策 本 部 の 設 置 等 を 行 う 。  

 市 が 災 害 対 策 本 部 を 設 置 し た 場 合 は 、 そ の 通 知 を 受 け て 、 災 害 対 策 本 部 の 関  

係 す る 各 部 局 、 各 班 と の 連 携 を 確 保 す る と と も に 、 機 関 相 互 の 連 携 に 努 め る 。  

市 と 防 災 関 係 機 関 と の 連 絡 は 、災 害 時 優 先 電 話 、秋 田 県 総 合 防 災 情 報 シ ス テ ム、

イ ン タ ー ネ ッ ト 等 を 活 用 し て 連 絡 及 び 情 報 共 有 を 行 う 。  

ま た 、 市 は 、 市 災 害 対 策 本 部 会 議 に 、 防 災 関 係 機 関 の 連 絡 員 の 派 遣 、 出 席 を 要

請 す る 。  

 

Ợ                
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 ᷂ ̱֗Ǻ ᶧ̱ ǵ  

˛ӲҘ̱Ѱ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 220 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  職 員 の 動 員 、 災 害 対 策 本 部 の 設 置 、  

第 １ 回 災 害 対 策 本 部 会 議 の 開 催  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  応 援 協 定 に 基 づ く 応 援 要 請 、 緊 急 消 防 援 助

隊 の 派 遣 要 請 、 民 間 団 体 等 に 対 す る 要 請  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  地 方 自 治 体 等 へ の 応 援

要 請  

各 班  県 、 相 互 応 援 協 定 締 結 市 町

村 、 指 定 地 方 公 共 機 関  

２  民 間 団 体 等 に 対 す る 要

請  

各 班  

 

民 間 団 体 等  

３  受 入 体 制 の 整 備  防 災 対 策 班   

４  他 市 町 村 被 災 時 の 応 援  防 災 対 策 班  相 互 応 援 協 定 締 結 市 町 村  

５  消 防 機 関 相 互 の 応 援  消 防 部  消 防 機 関  

６  応 急 措 置 の 代 行   県  

 

 

 ┼─  

地 震 災 害 対 策 編 220 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⌐ ∆╢  

地 震 災 害 対 策 編 222 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 223 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 223 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ─  

地 震 災 害 対 策 編 224 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 225 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ɖɨȱɕȽɶǵ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 226 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  消 防 防 災 ヘ リ コ プ タ ー の 緊 急 運 航 要 請 、  

輸 送 活 動 の 実 施  

災 害 や 異 常 気 象 等 の 鎮 静 化   

( 応 急 対 策 活 動 収 束 時 )  県 消 防 防 災 航 空 隊 へ 災 害 状 況 報 告 書 に よ り

報 告  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  運 航 体 制  消 防 部  県  

２  緊 急 運 航 の 要 件    

３  緊 急 運 航 の 要 請 基 準    

４  緊 急 運 航 要 請 手 続  消 防 部  県  

５  夜 間 救 急 搬 送   県  

 

 

  

地 震 災 害 対 策 編 226 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 227 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 227 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 229 ペ ー ジ の と お り 。   

 

  

地 震 災 害 対 策 編 230 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ǵ ὡ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 231 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 派 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  知 事 を 通 じ 自 衛 隊 に 派 遣 要 請 、 受 入 体 制 の

整 備 、 自 衛 隊 に よ る 救 助 活 動 の 実 施  

災 害 や 異 常 気 象 等 の 鎮 静 化   

( 応 急 対 策 活 動 収 束 時 )  知 事 を 通 じ 自 衛 隊 に 撤 収 要 請  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  災 害 派 遣 要 請 の 範 囲

・ 対 象  

防 災 対 策 班  自 衛 隊 、 県  

２  派 遣 要 請 の 手 続 き  防 災 対 策 班  自 衛 隊 、 県  

３  自 衛 隊 の 自 主 派 遣   自 衛 隊  

４  災 害 派 遣 部 隊 の 受 け

入 れ  

防 災 対 策 班  自 衛 隊  

５  災 害 派 遣 部 隊 の 活 動

範 囲  

 自 衛 隊  

６  災 害 派 遣 部 隊 の 撤 収

要 請  

防 災 対 策 班  自 衛 隊  

７  経 費 の 費 用 負 担  財 政 班  自 衛 隊  

 

 

 ─ ה  

地 震 災 害 対 策 編 231 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─ ⅝  

地 震 災 害 対 策 編 232 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 234 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ─ ↑ ╣  

 地 震 災 害 対 策 編 234 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 235 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 236 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 236 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ˔ Ḹ ǵ̟  
 

 

֘ ─ ֙  

風 水 害 等 は 気 象 情 報 等 の 収 集 に よ り 、 災 害 発 生 の 危 険 性 を あ る 程 度 予 測 し 、 事

前 対 策 を 講 じ る こ と が 可 能 な こ と か ら 、 関 係 機 関 及 び 市 民 に 対 し 迅 速 か つ 適 切 に

情 報 を 伝 達 し 、 効 果 的 な 災 害 応 急 対 策 活 動 や 確 実 な 避 難 の 実 施 に 役 立 て る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  秋 田 地 方 気 象 台 に よ る 気 象 情 報 の 発 表・伝

達 、水 防 警 報 の 発 令 ・ 伝 達 、市 民 等 の 避 難  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  気 象 に 関 す る 警 報・注 意

報  

 国  

２  火 災 気 象 通 報 及 び 火 災

警 報  

防 災 対 策 班 、 消 防 部  国  

３  気 象 予 警 報 等 の 伝 達  防 災 対 策 班 、 農 林 班 、

消 防 部  

国  

４  洪 水 予 報 及 び 水 防 警 報  防 災 対 策 班  各 機 関  

５  土 砂 災 害 警 戒 情 報  防 災 対 策 班  国 、 県  

 

 

 ⌐ ∆╢ ה  

 

秋 田 地 方 気 象 台 か ら 発 表 さ れ る 気 象 情 報 等 の 種 類 及 び 発 表 基 準 は 次 の と お り

で あ る 。  

 

ה ─ ≤  

①  注 意 報  

風  雪  注  意  報   風 雪 に よ っ て 被 害 が あ る と 予 想 さ れ 、 具 体 的 に は 次 の 条 件

に 該 当 す る 場 合 。  

・ 雪 を 伴 い 平 均 風 速 が10m/s以 上  
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強  風  注  意  報   強 風 に よ っ て 被 害 が あ る と 予 想 さ れ 、 具 体 的 に は 次 の 条 件

に 該 当 す る 場 合 。  

 ・ 平 均 風 速 が10m/s以 上  

大  雨  注  意  報   大 雨 に よ っ て 被 害 が あ る と 予 想 さ れ 、 具 体 的 に は 次 の 条 件

に 該 当 す る 場 合 。  

 ・ 平 坦 地    ３ 時 間 雨 量40㎜ 以 上   

 ・ 平 坦 地 以 外  １ 時 間 雨 量40㎜ 以 上  

 ・ 土 壌 雨 量 指 数 基 準  74以 上  

洪  水  注  意  報   洪 水 に よ っ て 被 害 が あ る と 予 想 さ れ 、 具 体 的 に は 次 の 条 件

に 該 当 す る 場 合 。  

 ・ 平 坦 地    ３ 時 間 雨 量40㎜ 以 上   

 ・ 平 坦 地 以 外  １ 時 間 雨 量40㎜ 以 上  

 ・ 流 域 雨 量 指 数 基 準  長 木 川 ・ 早 口 川 流 域 ＝11以 上 、 岩 瀬

川 流 域 ＝ ９ 以 上 、 下 内 川 流 域 ＝ ８ 以 上 、 犀 川 流 域 ＝ ７

以 上  

 ・ 指 定 河 川 洪 水 予 報 に よ る 基 準  

（ 国 土 交 通 省 ・ 気 象 台 共 同 ） 米 代 川 （ 国 管 理 分 ）  

大  雪  注  意  報   大 雪 に よ っ て 被 害 が あ る と 予 想 さ れ 、 具 体 的 に は 次 の 条 件

に 該 当 す る 場 合 。  

 ・ 平 野 部  12時 間 降 雪20㎝  

 ・ 山 沿 い  12時 間 降 雪25㎝  

濃  霧  注  意  報   濃 霧 に よ っ て 交 通 機 関 等 に 著 し い 支 障 が 生 じ る 恐 れ が あ る

と 予 想 さ れ 、 具 体 的 に は 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 。  

・ 視 程 距 離  100ｍ 以 下  

雷  注  意  報   落 雷 等 に よ り 被 害 が 予 想 さ れ る 場 合 。  

乾  燥  注  意  報   空 気 が 乾 燥 し 火 災 の 危 険 が 大 き い と 予 想 さ れ 、 具 体 的 に は

次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 。  

① 最 小 湿 度40％ 以 下 、 実 効 湿 度65％ 以 下 の ２ 条 件 が と も に

予 想 さ れ る 場 合  

② 実 効 湿 度70％ 以 下 、風 速10m/s以 上 の ２ 条 件 が と も に 予 想

さ れ る 場 合  

雪  崩  注  意  報   雪 崩 に よ っ て 被 害 が あ る と 予 想 さ れ 、 具 体 的 に は 次 の 条 件

に 該 当 す る 場 合 。  

 ① 山 沿 い で24時 間 の 降 雪 の 深 さ が40cm以 上 の 場 合  

 ② 積 雪 が50cm以 上 で 、 日 平 均 気 温 ５ ℃ 以 上 の 日 が 継 続 す る

と 予 想 さ れ る 場 合  

着 雪・着 氷 注 意 報   着 雪 （ 氷 ） が 著 し く 、 通 信 線 や 送 電 線 に 被 害 が あ る と 予 想

さ れ 、 具 体 的 に は 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 。  

 ・ 大 雪 注 意 報 の 条 件 下 で 気 温 が － ２ ℃ よ り 高 い 場 合  
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霜  注  意  報   早 霜 、 晩 霜 等 に よ っ て 農 作 物 が 著 し い 被 害 が あ る と 予 想 さ

れ 、 具 体 的 に は 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 。  

 ・ 早 霜 、 晩 霜 期 に 最 低 気 温 が お お む ね ２ ℃ 以 下 に な る 場 合  

低  温  注  意  報  低 温 に よ っ て 農 作 物 に 著 し い 被 害 が あ る と 予 想 さ れ 、 具 体

的 に は 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 。  

【 夏 期 】 最 高 ・ 最 低 ・ 平 均 気 温 の い ず れ か が 平 均 よ り ４ ～ ５

℃ 以 上 低 い 日 が 数 日 以 上 続 く と 予 想 さ れ る 場 合  

【 冬 期 】 低 温 に よ っ て 水 道 凍 結 な ど の 大 き な 被 害 の 恐 れ が あ

る と 予 想 さ れ､具 体 的 に は 次 の い ず れ か の 条 件 に 該 当 す る

場 合 。  

① 最 低 気 温 が － ７ ℃ 以 下 に な る 場 合  

② 最低気温が－５℃以下の日が数日続く場 合  

融  雪  注  意  報   融 雪 に よ っ て 被 害 が 予 想 さ れ る 場 合 。  

 

②  警 報  

暴  風  警  報   暴 風 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る 恐 れ が あ る と 予 想 さ れ 、

具 体 的 に は 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 。  

 ・ 平 均 風 速 が15m/s以 上  

暴  風  雪  警  報   暴 風 雪 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る 恐 れ が あ る と 予 想 さ れ 、

具 体 的 に は 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 。  

・ 雪 を 伴 い 平 均 風 速 が15m/s以 上  

大  雨  警  報   大 雨 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る 恐 れ が あ る と 予 想 さ れ 、

具 体 的 に は 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 。  

な お 、 雨 量 基 準 に 到 達 す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合 は 「 大 雨

警 報 （ 浸 水 害 ） 」 、 土 壌 雨 量 指 数 基 準 に 到 達 す る と 予 想 さ れ

る 場 合 は 「 大 雨 警 報 （ 土 砂 災 害 ） 」 、 両 基 準 に 到 達 す る と 予

想 さ れ る 場 合 は 「 大 雨 警 報 （ 土 砂 災 害 、 浸 水 害 ） 」 と し て 発

表 す る 。  

【 浸 水 害 】  

・ 平 坦 地    ３ 時 間 雨 量70㎜ 以 上  

・ 平 坦 地 以 外  １ 時 間 雨 量70㎜ 以 上  

【 土 砂 災 害 】  

・ 土 壌 雨 量 指 数 基 準  106以 上  

洪  水  警  報   洪 水 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る 恐 れ が あ る と 予 想 さ れ 、

具 体 的 に は 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 。  

 ・ 平 坦 地    ３ 時 間 雨 量70㎜ 以 上   

 ・ 平 坦 地 以 外  １ 時 間 雨 量70㎜ 以 上  

  ・流 域 雨 量 指 数 基 準  長 木 川・早 口 川 流 域 ＝ 14以 上 、岩 瀬

川 流 域 ＝11以 上 、下 内 川 流 域 ＝ 10以
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上 、 犀 川 流 域 ＝ ９ 以 上  

 ・ 指 定 河 川 洪 水 予 報 に よ る 基 準  

（ 国 土 交 通 省 ・ 気 象 台 共 同 ） 米 代 川 （ 国 管 理 分 ）  

大   雪   警  報   大 雪 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る 恐 れ あ る と 予 想 さ れ 、 具

体 的 に は 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 。  

 ・ 平 野 部  12時 間 降 雪40㎝ 以 上  

 ・ 山 沿 い  12時 間 降 雪50㎝ 以 上  

 

③  そ の 他 の 情 報  

記 録 的 短 時 間 

大   雨   警   報  

 １ 時 間 に100mm以 上 の 極 め て ま れ な 豪 雨 を 観 測 し た 場 合 、気

象 警 報 を 補 完 す る も の と し て 発 表 さ れ る 。  

竜 巻 注 意 情 報 今 ま さ に 、 竜 巻 、 ダ ウ ン バ ー ス ト 等 の 激 し い 突 風 が 発 生 し

や す い 気 象 状 況 に な っ た 場 合 に 発 表 さ れ る 。  

 

（ 参 考 ） ※ 平 均 風 速 ：10 分 間 平 均  

※ 平 坦 地 ： お お む ね 傾 斜 が 30 ﾊﾟｰﾐﾙ以 下 で 都 市 化 率 が25％ 以 上 の 地 域  

※ 指 定 河 川 洪 水 予 報 ： 河 川 の 増 水 や は ん 濫 な ど に 対 す る 水 防 活 動 の 判 断

や 市 民 の 避 難 行 動 の 参 考 と な る よ う に 、 気 象 庁 は 国 土 交 通 省 ま た は 都

道 府 県 の 機 関 と 共 同 し て 、 あ ら か じ め 指 定 し た 河 川 に つ い て 、 区 間 を

決 め て 水 位 ま た は 流 量 を 示 し た 洪 水 の 予 報 を 行 っ て い る 。 こ れ を 「 指

定 河 川 洪 水 予 報 」 と 呼 ん で い る 。 指 定 河 川 洪 水 予 報 の 標 題 に は 、 は ん

濫 注 意 情 報 、 は ん 濫 警 戒 情 報 、 は ん 濫 危 険 情 報 、 は ん 濫 発 生 情 報 の 四

つ が あ り 、 河 川 名 を 付 し て 「 ○ ○ 川 は ん 濫 注 意 情 報 」 「 △ △ 川 は ん 濫

警 戒 情 報 」 の よ う に 発 表 す る 。 洪 水 予 報 の 対 象 と な る 河 川 は 、 大 き く

次 の ２ 種 類 に 分 け ら れ る 。  

①  国 土 交 通 省 と 気 象 台 が 共 同 で 行 う 指 定 河 川 洪 水 予 報  

②  都 道 府 県 と 気 象 台 が 共 同 で 行 う 指 定 河 川 洪 水 予 報 。  

    ※ 山 沿 い ： 標 高 が お お む ね 200ｍ 以 上 の 地 域  

※ 実 効 湿 度 ： 木 材 な ど の 乾 燥 度 を 表 す 指 数 、 木 材 の 乾 燥 度 は そ の 時 の 空

気 の 乾 燥 状 態 の み で 決 ま ら ず 、 数 日 前 か ら の 乾 燥 状 態 の 影 響 を 受 け

る 。  

 

 

   気 象 に 関 す る 警 報 及 び 注 意 報 は 、 次 の 細 分 区 域 で 発 表 さ れ る が 、 大 雨 や 洪

水 等 の 警 報 ・ 注 意 報 が 発 表 さ れ た 場 合 の テ レ ビ や ラ ジ オ に よ る 放 送 等 で は 、

重 要 な 内 容 を 簡 潔 か つ 効 果 的 に 伝 え ら れ る よ う 、 こ れ ま で ど お り 市 町 村 を ま

と め た 地 域 の 名 称 が 用 い ら れ る 場 合 も あ る 。  

 

 

 



 

-  590 -  

 

一 次 細 分 区 域  
市 町 村 等 を  

ま と め た 地 域  
二 次 細 分 区 域  

 

沿 岸  

能 代 山 本 地 域  能 代 市 、 藤 里 町 、 三 種 町 、 八 峰 町  

秋 田 中 央 地 域  秋 田 市 、 男 鹿 市 、 潟 上 市 、 五 城 目 町 、 八 郎 潟 町 、

井 川 町 、 大 潟 村  

本 荘 由 利 地 域  由 利 本 荘 市 、 に か ほ 市  

 

内 陸  

北 秋 鹿 角 地 域  、 鹿 角 市 、 北 秋 田 市 、 小 坂 町 、 上 小 阿 仁 村  

仙 北 平 鹿 地 域  横 手 市 、 大 仙 市 、 仙 北 市 、 美 郷 町  

湯 沢 雄 勝 地 域  湯 沢 市 、 羽 後 町 、 東 成 瀬 村  

Ẽ   

 

┘ ─  

気 象 予 報 等 に 関 係 の あ る 台 風 及 び そ の 他 の 異 常 現 象 等 の 情 報 を 、 具 体 的 か

つ 速 や か に 発 表 す る 。 気 象 情 報 の 種 類 は 次 の と お り 。  

①  予 告 的 な 情 報  

ア  警 報 や 注 意 報 に 先 立 ち 、 半 日 か ら 数 日 前 に 予 想 さ れ る 現 象 に つ い て 注 意

を 喚 起 す る 場 合 。  

イ  少 雨 、 長 雨 、 低 温 、 日 照 不 足 等 が 長 期 間 持 続 し 、 社 会 的 に 大 き な 影 響 の

恐 れ が あ る 場 合 。  

②  警 報 や 注 意 報 を 補 完 す る 気 象 情 報  

ア  警 報 ・ 注 意 報 の 発 表 後 、 気 象 経 過 や 現 在 の 状 況 、 予 想 の 解 説 、 防 災 上 の

警 戒 事 項 等 を 解 説 す る 場 合 。  

イ  「 記 録 的 短 時 間 大 雨 情 報 」 を 発 表 す る 場 合 。  

③  竜 巻 注 意 情 報  

竜 巻 注 意 情 報 を 発 表 す る 場 合 。  

簡 潔 な 文 章 形 式 で 、 有 効 期 間 （ 発 表 か ら 約 １ 時 間 が 目 安 ） を 明 示 。  

 

ה ─ ╡ ⅎ  

注 意 報 ま た は 警 報 の 継 続 中 、 新 た な 注 意 報 ・ 警 報 の 発 表 、 ま た は 変 更 が 必

要 に な っ た と き は 、 注 意 報 ま た は 警 報 の 切 り 替 え と し て 発 表 さ れ る 。  

 

ה ─  

注 意 報 及 び 警 報 は 、 被 害 や 重 大 な 災 害 の 起 こ る 恐 れ が 無 い と 認 め ら れ る と

き は 解 除 さ れ る 。  

 

─  

警 報 の 発 表 基 準 を は る か に 超 え る 豪 雨 等 が 予 想 さ れ 、 重 大 な 災 害 の 危 険 性

が 著 し く 高 ま っ て い る 場 合 、 新 た に 「 特 別 警 報 」 を 発 表 し 、 最 大 限 の 警 戒 を

呼 び か け る 。 気 象 等 に 関 す る 特 別 警 報 の 発 表 基 準 は 次 の と お り 。  
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現 象 の 種 類  基  準  

大 雨  台 風 や 集 中 豪 雨 に よ り 数 十 年 に 一 度 の 降 雨 量 と な る 大 雨 が

予 想 さ れ 、 も し く は 数 十 年 に 一 度 の 強 度 の 台 風 や 同 程 度 の 温

帯 低 気 圧 に よ り 大 雨 に な る と 予 想 さ れ る 場 合  

（ 参 考 ） 大 館 市 ：48 時 間 降 水 量 274 ㎜ 、 ３ 時 間 降 水 量 99 ㎜  

土 壌 雨 量 指 数 179 

暴 風  数 十 年 に 一 度 の 強 度 の 台 風 や 同 程 度 の 温 帯 低 気 圧 に よ り 暴

風 が 吹 く と 予 想 さ れ る 場 合  

暴 風 雪  数 十 年 に 一 度 の 強 度 の 台 風 と 同 程 度 の 温 帯 低 気 圧 に よ り 雪

を 伴 う 暴 風 が 吹 く と 予 想 さ れ る 場 合  

大 雪  数 十 年 に 一 度 の 降 雪 量 と な る 大 雪 が 予 想 さ れ る 場 合  

Ẽ  ─  

 

 

 ┘  

 

 

   消 防 法 第 22 条 に 基 づ く 気 象 状 況 の 通 報 で あ り、次 の 基 準 に よ り 秋 田 地 方 気

象 台 か ら 発 表 さ れ る 。  

 

１  最 小 湿 度40％ 以 下 で 、 実 効 湿 度65％ 以 下 と な る こ と が 予 想 さ れ る 場 合 。  

２  実 効 湿 度70％ 以 下 で 、 平 均 風 速 ８m/ ｓ 以 上 に な る こ と が 予 想 さ れ る 場 合 。 

３  平 均 風 速 が10m/ ｓ 以 上 と な る こ と が 予 想 さ れ る 場 合（ 雨 ま た は 雪 を 伴 う 場

合 は 通 報 し な い こ と も あ る ） 。  

Ẽ  ─  

 

 

市 長 は 、 火 災 気 象 通 報 を 受 け 、 次 の 火 災 警 報 発 令 の 基 準 を 超 え た 場 合 、 ま

た は 気 象 の 状 況 が 火 災 の 予 防 上 危 険 で あ る と 認 め る と き は 、 警 戒 上 支 障 が 無

い と 判 断 し た と き を 除 き 、 火 災 警 報 を 発 令 す る も の と す る 。  

 

警 報 発 令
 

基   準
 

１  実 効 湿 度 が60％ 以 下 で 、 最 低 湿 度40％ を 下 り 、 最 大 風 速 が ７m/s

を 超 え る 見 込 み の と き  

２  平 均 風 速 が10m/ ｓ 以 上 の 風 が １ 時 間 以 上 連 続 し て 吹 く 見 込 み の

と き  

周 知 方 法  １  サ イ レ ン   ２  吹 き 流 し   ３  広 報 車 等  

対   策  １  市 民 へ の 周 知   ２  地 域 内 の パ ト ロ ー ル  

Ẽ  ─  
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 ─  

 

⁸ ─  

   気 象 注 意 報 、 警 報 等 の 伝 達 系 統 は 次 の と お り と す る 。  

 

気 象 庁  

  

秋 田 地 方 気 象 台   県 総 合 防 災 課  

 

                                        秋 田 県 総 合 防 災 情 報 シ ス テ ム  

 

 Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本  

 （ 警 報 の み ）       
Ｆ Ａ Ｘ

 

 市 消 防 本 部   

 
                    

勤 務 時 間 内
 

             

 

市役所総務 部   

 
市  民  

休日、夜間は当直 

 各 部 ・ 課 ・ 室 長  
                          

休 日 ・ 夜 間
 

 

総 務 部 長 ・ 危 機 管 理 課 長  

勤 務 時 間 外
 

 

市  長  

 

Ẽ  ⁸  

 

⌐⅔↑╢ ⁸ ─  

①  市 に お け る 措 置  

  ア  気 象 業 務 法 に 基 づ く 気 象 注 意 報 、 警 報 、 特 別 警 報 及 び 消 防 法 に 基 づ く 火

災 気 象 通 報 （ 以 下｢気 象 通 報｣と い う 。 ） 、 ま た 、 水 防 法 に 基 づ く 水 防 警 報

は 、 市 危 機 管 理 課 及 び 消 防 本 部 が 受 信 す る 。  

  イ  危 機 管 理 課 は 、 速 や か に 関 係 各 部 局 課 へ 伝 達 す る 。  

  ウ  夜 間 、 休 日 等 勤 務 時 間 外 の 気 象 通 報 等 は 、 当 直 室 で 受 信 し 伝 達 す る 。  

  エ  農 作 物 に 被 害 を 及 ぼ す 恐 れ の あ る 霜 注 意 報 、 異 常 低 温 注 意 報 等 の 予 警 報

等 が 発 表 さ れ た と き は 、 こ れ ら に 対 す る 被 害 防 除 の た め の 対 策 は 農 林 課 が

報 道 機 関 の 協 力 を 求 め 、 農 業 従 事 者 等 に 周 知 す る よ う 努 め る 。  

オ  市 民 に 対 す る 警 報 等 の 伝 達 は 、 必 要 に 応 じ て サ イ レ ン の 吹 鳴 や 広 報 車 に

よ る 巡 回 広 報 等 で 周 知 を 図 る 。  
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カ  特 別 警 報 の 通 知 を 受 け た 場 合 は 、 た だ ち に 報 道 関 係 、 市 民 向 け 緊 急 情 報

メ ー ル 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 ツ イ ッ タ ー 等 、 あ ら ゆ る 手 段 を 用 い て 市 民 等 に 注

意 喚 起 情 報 を 伝 達 す る 。  

 

   Ợ                

   Ợ◘▬꜠fi                  

 

 

 ┘  

 

 

   秋 田 地 方 気 象 台、国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 能 代 河 川 国 道 事 務 所 が 共 同 し、

米 代 川 の 洪 水 予 報 が 発 表 さ れ る 。  

 

①  米 代 川 の 洪 水 予 報 基 準 点  

河 川 名  実 施 区 間  
洪 水 予 報

基 準 地 点  
担 当 官 署 名  

 

米 代 川  

左 岸：比 内 町 扇 田 字 本 道 端 77 番 地 先 か

ら 日 本 海 ま で  

右 岸 ： 山 館 字 大 樽 木 先 か ら 日 本 海 ま で  

 

十 二 所  

国 土 交 通 省 能 代

河 川 国 道 事 務 所  

秋 田 気 象 台  

 

②  洪 水 予 報 の 種 類  

洪 水 注 意 報
 

は ん 濫 注 意 情 報
  基 準 点 の 水 位 が は ん 濫 注 意 水 位（ 警 戒 水 位・レ

ベ ル ２ ）に 到 達 し 、さ ら に 水 位 上 昇 が 見 込 ま れ る

と き 。  

 

 

 

洪 水 警 報
 

 

は ん 濫 警 戒 情 報  

 基 準 点 の 水 位 が 一 定 時 間 後 に は ん 濫 危 険 水 位

（ 危 険 水 位・レ ベ ル ４ ）に 到 達 す る こ と が 見 込 ま

れ る と き 、ま た は、避 難 判 断 水 位（ レベ ル ３ ）に

到 達 し 、 さ ら に 水 位 上 昇 が 見 込 ま れ る と き 。  

は ん 濫 危 険 情 報  
 基 準 点 の 水 位 が は ん 濫 危 険 水 位（ 危 険 水 位・レ

ベ ル ４ ） に 到 達 し た と き 。  

は ん 濫 発 生 情 報    は ん 濫 （ レ ベ ル ５ ） が 発 生 し た と き 。  
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能 代 河 川 国 道 事 務 所   秋 田 県 河 川 砂 防 課  

 

北 秋 田 地 域 振 興 局

建 設 部  

 
大 館 市  

共 同 発 表  

 

秋 田 気 象 台  

 

 

 

N T T東 日 本  

報 道 機 関  

 

Ẽ   

 

 

①  水 防 活 動 用 の 注 意 報 及 び 警 報  

次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 水 防 活 動 用 の 注 意 報 及 び 警 報 は 、 右 欄 に 掲 げ る 注 意

報 及 び 警 報 に 替 え る 。  

 

水 防 活 動 用 気 象 注 意 報  大 雨 注 意 報  

〃   気 象 警 報 大 雨 警 報 

〃   洪 水 注 意 報  洪 水 注 意 報  

〃   洪 水 警 報 洪 水 警 報 

 

②  水 防 警 報 河 川  

洪 水 に よ り 損 害 を 生 ず る 恐 れ が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 次 の 発 令 者 か ら

水 防 警 報 が 発 令 さ れ る 。  

発  令  者  河 川 名  

国 土 交 通 大 臣  米 代 川 （ 比 内 町 扇 田 字 本 道 端77番 地 先 か ら 下 流 ）  

秋 田 県 知 事  
米 代 川 （ 鹿 角 境 か ら 比 内 町 扇 田 字 本 道 端77ま で ） 、

長 木 川 、 下 内 川  

 

 

 

 

 

 

 

県 総 合 防 災 課  

警 察  

J R 東 日 本  

市 民  

避 難 行 動 要 支 援 者

利 用 施 設  
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③  伝 達 系 統  

 

 

県 河 川 砂 防 課  

（ 水 防 本 部 ）  

 県 総 合 防 災 課  

（ 災 対 本 部 ）  

 秋 田 地 方

気 象 台  

 国 交 省 能 代 河 川

国 道 事 務 所  

               （ 連 絡 の み ）  

 

水 防 管 理 団 体  

大  館  市  

 北 秋 田 地 域 振 興 局  

（ 水 防 支 部 ）  

                         大 臣 発 令 の 水 防 警 報  

                         知 事 発 令 の 水 防 警 報  

各 部 ・ 課 等   消 防 本 部・団  

 

市      民  

 

Ẽ  ─  

 

 

洪 水 予 報 河 川 以 外 の 河 川 に お い て 、 洪 水 に よ り 相 当 な 損 害 が 予 想 さ れ る 河

川 に つ い て は 、 県 が 水 位 情 報 周 知 河 川 に 指 定 し 、 避 難 判 断 水 位 等 を 定 め て い

る 。 河 川 の 水 位 が こ れ に 達 し た と き は 水 位 ま た は 流 量 を 市 に 通 知 す る と と も

に 、 必 要 に 応 じ て 報 道 機 関 の 協 力 を 求 め て 地 域 住 民 に 周 知 す る 。  

な お 、 伝 達 系 統 は 、 前 記 （ ２ ） ③ に よ る 。  

 

 

  

 

大 雨 に よ っ て 土 砂 災 害 が 発 生 す る 恐 れ が あ る と き に 、 秋 田 県 と 秋 田 地 方 気 象 台

が 共 同 し て 土 砂 災 害 警 戒 情 報 を 発 表 す る 。 発 表 さ れ た 情 報 は 、 秋 田 地 方 気 象 台 か

ら 秋 田 県 総 合 防 災 課 （ 秋 田 県 総 合 防 災 情 報 シ ス テ ム 等 ） を 通 じ て 市 に 伝 達 さ れ る

と と も に 、 報 道 機 関 を 通 じ て 地 域 住 民 へ 周 知 さ れ る 。  

ま た 、 土 砂 災 害 警 戒 情 報 は 、 市 町 村 を 最 小 発 表 単 位 と し て 発 表 さ れ る 。  

 

─  

大 雨 警 報 発 表 中 に お い て 、 短 時 間 降 雨 予 報 値 に 基 づ く 降 雨 指 標 値 が 、 過 去

（1995～2005年 ）に お け る 一 連 の 降 水 時 の １ 時 間 解 析 雨 量 と 土 壌 雨 量 指 数 を

用 い て 、 過 去 に 発 生 し た 土 砂 災 害 を も と に 設 定 し た 基 準 値 を 上 回 っ た 場 合 。  
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 ὡ ǵ Ḹ֛ ɵ̟  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 241 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  水 位 気 象 情 報 の 把 握 、 地 域 の 状 況 等 の 把 握  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  市 有 施 設 （ 防 災 拠 点 、 避 難 所 等 ） の 状 況 把

握 、 災 害 の 発 生 状 況 、 医 療 機 関 の 被 災 状 況

・ 受 入 可 否 、 市 有 施 設 （ 道 路 ・ 河 川 等 ） の

状 況 把 握 、 人 的 被 害 の 把 握 、 県 へ の 災 害 即

報  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  道 路 等 公 共 土 木 施 設 ・ ラ イ フ ラ イ ン 等 の 応

急 復 旧 、 農 業 土 木 施 設 等 の 被 災 状 況 把 握  

〃   １ 週 間 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  情 報 連 絡 体 制  防 災 対 策 班 、総 務 広 報 班  各 機 関  

２  情 報 の 収 集 ・ 伝 達  各 班  各 機 関 、自 主 防 災 組 織  

３  異 常 現 象 発 見 時 の 措 置  防 災 対 策 班 、 消 防 部  国 、北 秋 田 地 域 振 興 局  

４  特 殊 災 害 発 生 時 の 措 置  防 災 対 策 班  各 機 関  

５  被 害 状 況 の 調 査  防 災 対 策 班 、 各 班  各 機 関  

６  被 害 報 告  防 災 対 策 班 、 消 防 部   

７  安 否 情 報 の 収 集・伝 達 体 制  企 画 情 報 班   

 

 

  

 地 震 災 害 対 策 編 242 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─ ה  

地 震 災 害 対 策 編 243 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ─  

 

╩ ⇔√  

     災 害 が 発 生 す る 恐 れ の あ る 異 常 な 現 象 を 発 見 し た 者 は 、 速 や か に 市 ま た は

警 察 に 通 報 す る 。  

     市 長 は 、 通 報 を 受 け た 場 合 、 速 や か に 秋 田 地 方 気 象 台 、 県 、 そ の 他 の 関 係

機 関 に 通 報 す る 。  

 

⅜ ⌂  

      

事 項  異 常 現 象 等  

気 象  著 し く 異 常 な 気 象 現 象 （ 竜 巻 、 大 粒 な 降 ひ ょ う な ど ） 

 

⅜ ∆╢ ╣⅜№╢  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 前 兆 現 象 を 観 測 ・ 察 知 し た と き は 、 そ の 現 象 を 市 長

に 報 告 す る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 246 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 247 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

  

 

─  

防 災 対 策 班 は 、 災 害 （ 火 災 を 除 く ） が 発 生 し た と き は 、 次 の 区 分 に よ り 、

所 定 の 様 式 で 、 県 総 合 防 災 課 （ 災 害 対 策 本 部 等 を 設 置 し て い る 場 合 は 、 当 該

災 害 対 策 本 部 等 ） へ 被 害 状 況 を 報 告 す る 。  

た だ し 、緊 急 を 要 す る 場 合 は 、電 話 等 に よ り 行 い 、事 後 速 や か に 提 出 す る。 

    報 告 ル ー ト は 次 の と お り と す る 。  

消 防 機 関 は 、119 番 通 報 が 殺 到 し た 場 合 に は 、 そ の 状 況 を た だ ち に 県 及 び

消 防 庁 に 報 告 す る 。  
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             法第 53 条第１項                 法第 53 条第２項  
 

 
大 館 市  

 
 

 
県 総 合 防 災 課  

 
内 閣 総 理 大 臣  

（ 総 務 省 消 防 庁 ）  

 
 
 
           状 況 に 応 じ て 報 告  
 

北 秋 田 地 域  

振 興 局  
総 務 企 画 部  

       県 に 報 告 で き な い 場 合  
 
            法 第 53 条 １ 項 括 弧 書  
 

Ẽ  53 ⌐ ≠ↄ ─ ♩כꜟ  

 

 

 平 日9:30～18:30 

（ 応 急 対 策 室 ）  

左 記 以 外  

（ 宿 直 室 ）  

Ｎ Ｔ Ｔ 回 線
   03- 5253- 7527(TEL) 

  03- 5253- 7537(FAX)   

  03- 5253- 7777(TEL) 

  03- 5253- 7553(FAX)   

地域衛星通信  

ネット ワ ー ク  

  048- 500- 7527(TEL)  

  048- 500- 7537(FAX)  

  048- 500- 7782(TEL) 

  048- 500- 7789(FAX)  

│ ─ ─  

∑ ה  

Ẽ  ꜞ☻♩  

 

─  

①  被 害 概 況 即 報  

災 害 の 具 体 的 な 状 況 、 個 別 の 災 害 現 場 の 状 況 を 報 告 す る 場 合 、 ま た は 災 害

の 当 初 の 段 階 で 被 害 の 状 況 が 十 分 把 握 で き て い な い 場 合 （ 例 え ば 、 災 害 時 の

第 １ 報 で 、 死 傷 者 の 有 無 等 を 報 告 す る 場 合 ） に は 、 秋 田 県 防 災 ハ ン ド ブ ッ ク

の 様 式 を 用 い て 報 告 す る 。  

ア  災 害 の 概 況   

     ( ｱ) 発 生 場 所  

     ( ｲ)  発 生 日 時 ： 当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時  

a 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地す

べり、土石流等の概況  

b 雪害については、降雪の状況及び雪崩等の概況  

c その他これらに類する災害の概況  

イ  被 害 の 状 況  

当 該 災 害 に よ り 生 じ た 被 害 の 状 況 に つ い て 、 判 明 し て い る 事 項 を 具 体 的

に記入すること。その際特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこと。   
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ウ  応 急 対 策 の 状 況  

当 該 災 害 に 対 し て 、 市 が 講 じ た 措 置 に つ い て 具 体 的 に 記 入 す る こ と 。 特

に 、 市 民 に 対 し て 避 難 勧 告 ・ 避 難 指 示 を 行 っ た 場 合 に は 、 そ の 日 時 、 対 象

範 囲 、 避 難 世 帯 及 び 人 数 等 に つ い て 記 入 す る こ と 。  

②  被 害 状 況 即 報  

被 害 状 況 が 判 明 次 第 、 そ の 状 況 を 様 式 に よ り 報 告 す る 。 た だ し 、 被 害 額 は

省 略 す る こ と が で き る 。   

③  災 害 確 定 報 告  

災害の応急対策が終了してから 20 日以内に様式により報告する。  

 

Ợ ─                 

 

─  

被 害 の 判 定 は 、 資 料 編 に 示 す 「 被 害 の 認 定 基 準 」 を 参 照 し て 行 う 。  

 

Ợ ─                   

 

 

 ─ ה  

地 震 災 害 対 策 編 249 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ͬǵ ͪ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 250 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  市 防 災 行 政 無 線 （ 移 動 系 ） 、 消 防 無 線 、 秋

田 県 総 合 防 災 情 報 シ ス テ ム の 疎 通 状 況 の 確

認 、 被 災 地 と の 通 信 イ ン フ ラ 確 認 、 被 災 地

と の 通 信 イ ン フ ラ 確 認 、 非 常 通 信 の 取 扱 要

請 、 ア マ チ ュ ア 無 線 ク ラ ブ 等 に 協 力 要 請  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  通 信 手 段  防 災 対 策 班 、 消 防 部   

２  非 常 時 に お け る 通 信

連 絡  

防 災 対 策 班 、 総 務 広 報 班 、

企 画 情 報 班 、 消 防 部  

県  

３  通 信 の ふ く そ う 対 策  防 災 対 策 班  各 機 関  

４  防 災 行 政 無 線 施 設 等

の 応 急 対 策  

防 災 対 策 班  各 機 関  

 

 

  

  地 震 災 害 対 策 編 250 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⌐⅔↑╢  

地 震 災 害 対 策 編 251 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─┤ↄ∕℮  

地 震 災 害 対 策 編 253 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 254 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ὡ ǵⅎḸɵⅎ Ҳ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 255 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  避 難 準 備 情 報 ・ 避 難 勧 告 ・ 避 難 指 示 の 発 表

・ 発 令  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  災 害 発 生 直 後 の 呼 び か け 、 初 動 対 策 に 必 要

な 情 報 の 提 供 、 被 害 状 況 の 発 表 、 避 難 所 に

関 す る 情 報 の 提 供 、 ラ イ フ ラ イ ン ・ 交 通 に

関 す る 情 報 の 提 供 、 市 民 等 の 安 否 に 関 す る

情 報 の 提 供 、 水 や 食 糧 ・ 生 活 物 資 供 給 に 関

す る 情 報 の 提 供 、 保 育 ・ 教 育 及 び 社 会 福 祉

施 設 等 に 関 す る 情 報 の 提 供 （ 以 後 、 随 時 ）  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  各 種 相 談 窓 口 の 設 置 、 応 急 対 策 に 必 要 な 情

報 の 提 供 、 災 害 ご み の 処 理 に 関 す る 情 報 の

提 供  

〃   １ 週 間 以 内  復 旧 対 策 に 必 要 な 情 報 の 提 供  

〃   １ カ 月 以 内  生 活 再 建 に 関 す る 情 報 の 提 供  

〃   ３ カ 月 以 内  復 興 に 関 す る 情 報 の 提 供  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  広 報 内 容  防 災 対 策 班 、 総 務 広 報 班   

２  広 報 手 段  防 災 対 策 班 、 総 務 広 報 班 、

企 画 情 報 班 、 市 民 班 、  

福 祉 班 、 消 防 部  

県 、 警 察 、 報 道 機 関 等  

３  報 道 機 関 へ の 緊 急 連

絡  

総 務 広 報 班  報 道 機 関  

４  広 報 資 料 の 作 成  総 務 広 報 班   

５  広 聴 活 動  企 画 情 報 班 、 市 民 班 、  

福 祉 班  

各 機 関  
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 地 震 災 害 対 策 編 256 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

  

 地 震 災 害 対 策 編 257 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ┼─  

 地 震 災 害 対 策 編 260 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 261 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

 地 震 災 害 対 策 編 261 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ɵ ל Ҟ Ҳᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 265 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  警 戒 体 制 、 市 民 の 避 難 誘 導  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  初 期 消 火 、 地 域 の 消 防 力 に よ る 消 火  

救 急・救 助 活 動 の 実 施 、消 防 等 に よ る 救 助 、 

県 内 広 域 消 防 応 援 に よ る 消 火 、 重 症 者 の 搬

送 、 緊 急 消 防 援 助 隊 に よ る 消 火 ・ 救 助  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  消 火 活 動  消 防 部  市 民 、 自 主 防 災 組 織 、 企

業 等  

２  救 急 ・ 救 助 活 動  消 防 部  警 察 、 市 民 、 自 主 防 災 組

織 、 企 業 等  

３  防 災 業 務 従 事 者 の 安

全 対 策  

消 防 部   

 

 

  

地 震 災 害 対 策 編 265 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

ה   

 地 震 災 害 対 策 編 269 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 271 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 Ҳ  
 

 

֘ ─ ֙  

水 害 が 発 生 し 、 ま た は 発 生 が 予 想 さ れ る 場 合 、 水 防 管 理 団 体 等 は こ れ を 警 戒 ・

防 御 し 、 災 害 に よ る 被 害 を 軽 減 す る た め 、 「 大 館 市 水 防 計 画 」 に 基 づ い て 市 内 各

河 川 等 に 対 す る 水 防 上 必 要 な 措 置 対 策 を 行 い 、 住 民 の 安 全 を 保 持 す る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  水 防 警 報 の 発 令 、 浸 水 域 や 土 砂 災 害 危 険 箇

所 の 警 戒 、 警 戒 区 域 の 設 定  

水 害 等 に よ る 被 害 発 生  被 害 の 拡 大 防 止 活 動  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化  災 害 救 助 法  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  水 防 体 制  防 災 対 策 班 、 土 木 班 、  

消 防 部 、  

 

２  危 険 区 域 の 警 戒  防 災 対 策 班 、 土 木 班 、  

消 防 部  

能 代 河 川 国 道 事 務 所 、  

北 秋 田 地 域 振 興 局  

３  樋 門 、 そ の 他 の 措 置  防 災 対 策 班  国 、 県 、 水 防 管 理 者  

４  通 信 施 設 の 優 先 利 用  防 災 対 策 班  国 、 県 、 水 防 管 理 者 、  

水 防 団 長  

 

 

  

 

洪 水 等 の 水 災 か ら 市 民 の 安 全 を 保 持 す る た め 、 市 水 防 計 画 に 基 づ き 、 洪 水 等 に

つ い て の 水 防 活 動 に 関 す る 予 報 及 び 警 報 の 通 知 が あ っ た と き か ら そ の 危 険 が 解 消

さ れ る ま で の 間 、 市 庁 舎 に 水 防 本 部 を 置 き 、 水 防 関 係 部 局 に 水 防 員 を 置 い て 水 防

事 務 を 処 理 す る 。  

 

 

水 防 組 織 及 び 水 防 本 部 の 事 務 分 掌 等 に つ い て は 、 市 水 防 計 画 に よ る 。  

 

   Ợ               24  

Ợ ┘         24  
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      Ợ                          24  

 

─  

種 類  内  容  発 表 基 準  配 備 体 制  

待 機  

出 水 あ る い は 水 位 の 再 上 昇 が

懸 念 さ れ る 場 合 に 、 状 況 に 応

じ て た だ ち に 水 防 機 関 が 出 動

で き る よ う に 待 機 す る 必 要 が

あ る 旨 を 警 告 し 、 ま た は 、 水

防 機 関 の 出 動 期 間 が 長 引 く よ

う な 場 合 に 、 出 動 人 員 を 減 ら

し て も 差 し 支 え な い が 、 水 防

活 動 を や め る こ と は で き な い

旨 を 警 告 す る も の 。  

気 象 予 警 報 等 及 び 河 川

状 況 等 に よ り 、必 要 と 認

め る と き 。  

団 長 は 情 勢 を 把

握 、団 員 を た だ ち

に 次 の 段 階 に 入

り 得 る よ う な 状

態 に 置 く 。  

準 備  

水 防 に 関 す る 情 報 連 絡 、 資 器

材 の 整 備 、 通 信 及 び 輸 送 の 確

保 等 に 努 め る と と も に 、 水 防

機 関 に 出 動 の 準 備 を さ せ る 必

要 が あ る 旨 を 警 告 す る も の 。  

雨 量 、 水 位 、 流 量 と そ の

他 の 河 川 状 況 に よ り 必

要 と 認 め る と き 。  

水 防 団 幹 部 は 所

定 の 詰 所 に 集 合

し 、情 勢 を 把 握 す

る と と も に 、一 部

団 員 を 巡 視 等 の

た め 出 動 さ せ る 。 

出 動  
水 防 機 関 が 出 動 す る 必 要 が あ

る 旨 を 警 告 す る も の 。  

は ん 濫 注 意 情 報 等 に よ

り 、 ま た は 水 位 、 流 量 そ

の 他 の 河 川 状 況 に よ り 、

は ん 濫 注 意 水 位（ 警 戒 水

位 ）を 超 え る 恐 れ が あ る

と き 。  

全 員 が 所 定 の 詰

所 に 集 合 し 、警 戒

配 備 に つ く 。  

警 戒  

出 水 状 況 及 び そ の 河 川 状 況 を

示 し 、 警 戒 が 必 要 で あ る 旨 を

警 告 す る と と も に 、 水 防 活 動

上 必 要 な 越 水（ 水 が あ ふ れ る ）

・漏 水・法 崩 ( 堤 防 斜 面 の 崩 れ )

・ 亀 裂 等 河 川 の 状 況 を 示 し そ

の 対 応 策 を 指 示 す る も の 。  

は ん 濫 警 戒 情 報 等 に よ

り 、 ま た は 、 既 に は ん 濫

注 意 水 位 （ 警 戒 水 位 ） を

超 え 、災 害 の 起 こ る 恐 れ

が あ る と き 。  

 

解 除  

水 防 活 動 を 必 要 と す る 出 水 状

況 が 解 消 し た 旨 及 び 当 該 基 準

水 位 観 測 所 名 に よ る 一 連 の 水

防 警 報 を 解 除 す る 旨 を 通 告 す

る も の 。  

は ん 濫 注 意 水 位（ 警 戒 水

位 ） 以 下 に 下 降 し た と

き 、ま た は 水 防 作 業 を 必

要 と す る 河 川 状 況 が 解

消 し た と 認 め る と き 。  
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市 長 は 、次 の 場 合 に は 、た だ ち に 管 下 消 防 機 関 に 対 し 、出 動 準 備 を さ せ る。 

ア  水 防 警 報 が 発 せ ら れ た と き 。  

イ  河 川 の 水 位 が 水 防 団 待 機 水 位 に 達 し 、 な お 上 昇 の 恐 れ が あ り 、 か つ 出

動 の 必 要 を 予 測 す る と き 。  

ウ  そ の 他 気 象 状 況 に よ り 、 洪 水 等 の 危 険 が 予 知 さ れ る と き 。  

 

 

市 長 は 、 次 の 場 合 は 、 た だ ち に 管 下 消 防 機 関 に 対 し 、 あ ら か じ め 定 め ら れ

た 計 画 に 従 い 出 動 し 、 警 戒 準 備 を さ せ な け れ ば な ら な い 。  

ア  河 川 の 水 位 が 警 戒 は ん 濫 注 意 水 位 （ 水 防 法 第 12 条 で 規 定 さ れ る 警 戒

水 位 ） に 達 し 、 な お 上 昇 の 恐 れ が あ り 、 危 険 を 予 知 し た と き 。  

イ  潮 位 が 上 昇 し 、 気 象 状 況 等 に よ り 危 険 を 認 め る と き 。  

ウ  安 全 確 保 の 原 則  

水 防 活 動 に 当 た っ て は 、 従 事 す る 者 は 自 ら の 安 全 の 確 保 を 第 一 に 図 る

こ と 。  

 

─ ≤⌂╢  

① 国               ② 県  

河 川 名  観 測 所 名   河 川 名  観 測 所 名  

米 代 川 下 流  十 二 所  米 代 川 上 流  十 二 所  

※ 下 流 ： 比 内 町 扇 田 字 本 道 端 7 7

よ り 下 流  

※ 上 流 ： 上 記 よ り 上 流  

長 木 川  有 浦  

〃  餅 田  

下 内 川  白 沢  

〃  松 峰  

 

 

 ─  

 

⁸ ─  

洪 水 等 の 災 害 か ら 市 民 の 安 全 を 守 る た め 、 準 備 、 出 動 に 当 た っ て は 、 次 の

危 険 箇 所 等 に 対 し て 警 戒 配 備 を 行 う 。  

 

 

 

河 川 施 設  

１  河 川 水 位 が は ん 濫 注 意 水 位 に 近 づ い て い る 箇 所  

２  過 去 に 洪 水 被 害 を 生 じ た 箇 所  

３  地 形 地 質 上 の 弱 堤 箇 所  

４  土 地 利 用 上 か ら の 弱 堤 箇 所  

５  二 次 災 害 防 止 の 観 点 か ら の 低 標 高 箇 所  

６  主 要 河 川 構 造 物 の 設 置 箇 所  
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土 砂 災 害 危 険 箇 所  

１  土 石 流 危 険 渓 流 箇 所 、 地 す べ り 危 険 箇 所 、 急 傾 斜 地 崩

壊 危 険 箇 所  

２  砂 防 関 係 施 設  

 

 

市 長 及 び 消 防 機 関 の 長 は 、 随 時 区 域 内 の 河 川 、 堤 防 等 を 巡 視 し 、 水 防 上 危

険 で あ る と 認 め ら れ る 箇 所 が あ る と き は 、 た だ ち に 当 該 河 川 、 堤 防 等 の 管 理

者 に 連 絡 し て 必 要 な 措 置 を 求 め な け れ ば な ら な い 。 （ 水 防 法 第 ９ 条 ）  

 

 

市 長 は 水 防 警 戒 が 発 令 さ れ た 場 合 、 水 防 区 域 の 監 視 及 び 警 戒 を 厳 に し 、 現

在 工 事 中 の 箇 所 及 び 既 往 災 害 箇 所 、 そ の 他 特 に 必 要 な 箇 所 を 重 点 的 に 巡 視

し 、 特 に 次 の 状 態 に 注 意 し 、 異 常 を 発 見 し た 場 合 は た だ ち に 水 防 支 部 に 連 絡

す る と と も に 水 防 作 業 を 開 始 す る 。  

ア  裏 法 の 漏 水 等 に よ る 亀 裂 及 び 欠 け 崩 れ  

イ  表 法 で 水 当 た り の 強 い 場 所 の 亀 裂 ま た は 欠 け 崩 れ  

ウ  天 端 の 亀 裂 ま た は 沈 下  

エ  堤 防 の 越 水 状 況  

オ  樋 門 の 両 袖 ま た は 低 部 か ら の 漏 水 と 扉 の 締 り 具 合 不 良  

カ  橋 梁 そ の 他 の 構 造 物 と の 取 付 部 分 の 異 常  

 

⁸ ┘  

堤 防 の 変 状 や 降 雨 量 の 状 況 等 か ら 、 災 害 発 生 の 危 険 が 予 想 さ れ 、 ま た は 危

険 が 切 迫 し て い る と 考 え ら れ る と き は 、 地 域 住 民 、 滞 在 者 に 対 し 、 避 難 準 備

情 報 の 提 供 、 避 難 勧 告 ま た は 避 難 指 示 を 発 令 す る 。  

な お 、 避 難 準 備 情 報 の 提 供 、 避 難 勧 告 及 び 避 難 指 示 の 発 令 に つ い て は 、 本

章 第 16 節 「 避 難 対 策 」 に よ る 。  

 

─  

堤 防 が 決 壊 し 、 ま た は こ れ に 準 ず る 事 態 が 発 生 し た と き は 、 市 は た だ ち に

そ の 状 況 を 関 係 機 関 （ 各 河 川 管 理 者 、 警 察 等 ） 及 び 被 害 の 及 ぶ 方 向 の 隣 接 水

防 管 理 団 体 等 に 通 報 す る 。  

市 長 、 水 防 団 長 及 び 消 防 長 は 、 決 壊 後 も 可 能 な 限 り は ん 濫 に よ る 被 害 の 拡

大 防 止 に 努 め る 。  

 

 

 ⁸∕─ ─  

 

水 防 管 理 者 は 樋 門 、 堰 、 そ の 他 河 川 の 管 理 者 を し て 毎 年 出 水 期 に 先 立 ち 、 そ

の 点 検 整 備 を 十 分 行 わ せ る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 検 査 を 行 う 等 適 切 な 指 導 監
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督 を 行 う も の と す る 。  

 

 

 ─  

 

国 土 交 通 大 臣 、 県 知 事 、 水 防 管 理 者 、 水 防 団 長 、 消 防 機 関 の 長 ま た は こ れ ら の

者 の 命 を 受 け た 者 は 、 水 防 上 緊 急 を 要 す る 通 信 の た め に 、 公 衆 通 信 施 設 を 優 先 的

に 利 用 し 、 ま た は 警 察 通 信 施 設 、 気 象 官 署 通 信 施 設 、 鉄 道 通 信 施 設 、 電 気 事 業 通

信 施 設 そ の 他 の 専 用 通 信 施 設 を 使 用 す る こ と が で き る 。 （ 水 防 法 第 27 条 第 ２ 項 ） 
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   ᾍלꜘ  
 

 

֘ ─ ֙  

市 及 び 関 係 機 関 は 、 雪 崩 発 生 危 険 箇 所 の パ ト ロ ー ル 及 び 事 前 回 避 措 置 の 実 施 に

よ り 、 雪 崩 に よ る 災 害 の 発 生 防 止 に 努 め る 。  

ま た 、雪 崩 に よ り 被 害 が 発 生 し た 場 合 は 、救 助 活 動 等 の 応 急 措 置 を 迅 速 に 行 い、

被 害 の 軽 減 と 二 次 災 害 の 発 生 防 止 に 努 め る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  危 険 箇 所 の 警 戒  

水 害 等 に よ る 被 害 発 生  重 傷 者 の 搬 送 、 消 防 等 に よ る 救 護 活 動 、 被

災 概 要 調 査 、 道 路 啓 開 、 緊 急 措 置 、 交 通 規

制 、 応 急 復 旧  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  危 険 箇 所 の 警 戒  土 木 班 、 消 防 部  県 、 各 施 設 管 理 者 等  

２  事 前 回 避 措 置  防 災 対 策 班  各 施 設 管 理 者 等  

３  雪 崩 発 生 時 の 応 急 対 策  防 災 対 策 班 、 土 木 班 、  

消 防 部  

県 、警 察 、各 施 設 管 理

者 等  

 

 

 ─  

 

ה ─ ─  

道 路・鉄 道 等 の 管 理 者 は 、積 雪 期 間 中 、雪 崩 危 険 箇 所 の 査 察 を 適 宜 実 施 し、

雪 崩 の 早 期 発 見 と 事 故 防 止 に 努 め る 。  

 

Ɽ♩꜡כꜟ─  

市 土 木 班 ま た は 消 防 部 は 、 積 雪 深 80cm 以 上 と な っ た と き 、 ま た は 融 雪 等

の た め 、 雪 崩 、 崖 崩 れ 、 家 屋 浸 水 等 の 被 害 が 予 想 さ れ る 場 合 は 、 パ ト ロ ー ル

を 実 施 す る よ う 努 め る 。  

ま た 、危 険 建 物 除 排 雪 や 避 難 対 策 の 徹 底 に 努 め る と と も に 、雪 崩 、崖 崩 れ 、

地 す べ り 等 危 険 地 域 に 浸 水 の 恐 れ が あ る 地 域 の 重 点 的 監 視 と 被 害 の 防 除 に

当 た る 。  
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Ợ ⌐ ∆╢                 23  

 

 

市 は 、 必 要 に 応 じ て 、 国 、 県 及 び 警 察 に 協 力 を 要 請 し 、 危 険 箇 所 の 巡 視 ・

警 戒 及 び 市 民 の 避 難 を 実 施 す る 。  

 

─ ⅎ  

市 民 は 、 居 住 地 周 辺 の 地 形 、 積 雪 の 状 況 、 気 象 状 況 等 に 注 意 し 、 雪 崩 災 害

か ら 自 ら の 命 を 守 る た め 、 相 互 に 協 力 す る と と も に 、 雪 崩 の 兆 候 等 異 状 な 事

態 を 発 見 し た 場 合 は 、 た だ ち に 近 隣 住 民 及 び 市 に 通 報 し 、 必 要 に 応 じ て 自 主

的 に 避 難 す る 。  

 

 

  

 

┼─ ─  

ア  市 は 、 気 象 状 況 、 積 雪 の 状 況 、 危 険 箇 所 の 巡 視 の 状 況 等 を 分 析 し 、 雪 崩 の

発 生 の 可 能 性 に つ い て 市 民 に 適 宜 広 報 を 行 い 、 注 意 を 喚 起 す る 。  

イ  雪 崩 発 生 に よ り 人 家 に 被 害 が 発 生 す る 可 能 性 が 高 い と 認 め た と き は 、 市 民

に 対 し 、 避 難 勧 告 ま た は 指 示 を 行 う 。 市 民 が 自 主 的 に 避 難 し た 場 合 は 、 た だ

ち に 公 共 施 設 等 に 受 け 入 れ る と と も に 、 十 分 な 救 援 措 置 を 取 る 。  

 

ה ─  

道 路・鉄 道 等 の 施 設 管 理 者 は 、雪 崩 の 発 生 し そ う な 箇 所 を 発 見 し た と き は、

当 該 区 間 の 列 車 の 運 行 、 車 両 の 通 行 を 一 時 停 止 し 、 雪 庇 落 と し 等 の 雪 崩 予 防

作 業 を 行 い 、 雪 崩 発 生 の 事 前 回 避 に 努 め る 。  

 

 

 ─  

 

─ ┘ ─  

ア  市 は 、 自 ら の 巡 視 ま た は 他 の 関 係 機 関 、 市 民 等 か ら の 通 報 に よ り 雪 崩 の 発

生 を 覚 知 し た と き は 、 た だ ち に 被 害 の 有 無 を 確 認 し 、 県 総 合 防 災 課 へ 状 況 を

報 告 す る 。  

イ  市 は 、 市 民 等 が 被 災 し た 場 合 は 、 た だ ち に 消 防 署 、 消 防 団 、 警 察 と 連 携 し

て 救 助 作 業 を 行 う と と も に 、 必 要 に 応 じ て 県 に 自 衛 隊 の 派 遣 要 請 を 依 頼 す

る 。  

ウ  市 は 、 住 居 を 失 っ た 市 民 を 公 共 施 設 等 に 受 け 入 れ 、 十 分 な 救 援 措 置 を 講 ず

る 。  
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ה ─ ─  

ア  道 路 ・ 鉄 道 等 の 施 設 管 理 者 は 、 雪 崩 に よ り 施 設 が 被 災 し た 場 合 は 、 た だ ち

に 当 該 区 間 の 列 車 の 運 行 、 車 両 の 通 行 を 一 時 停 止 す る と と も に 、 応 急 復 旧 措

置 を 行 い 、 交 通 の 早 期 回 復 に 努 め る 。  

ま た 、 遭 難 者 が い る 場 合 は 、 た だ ち に 最 寄 り の 消 防 署 、 警 察 署 に 通 報 し て

救 援 を 求 め る と と も に 、 自 ら も 救 出 作 業 に 当 た る 。  

イ  市 は 、 雪 崩 に よ る 通 行 止 め が 長 時 間 に 渡 り 、 列 車 ・ 通 行 車 両 中 に 乗 客 ・ 乗

員 等 が 閉 じ 込 め ら れ る 事 態 と な っ た と き は 、 運 行 事 業 者 か ら の 要 請 ま た は 自

ら の 判 断 に よ り 、 炊 き 出 し 、 毛 布 等 の 提 供 、 避 難 施 設 へ の 一 時 受 け 入 れ 等 を

行 う 。  

 

─  

雪 崩 の 発 生 に よ る 交 通 途 絶 で 、 集 落 の 孤 立 が 長 時 間 に 及 ぶ 場 合 は 、 県 の 消

防 防 災 ヘ リ コ プ タ ー 等 に よ り 、 医 師 、 保 健 師 等 の 派 遣 及 び 医 薬 品 、 食 料 、 生

活 必 需 品 の 輸 送 、 救 急 患 者 の 救 助 、 も し く は 集 落 住 民 全 員 の 避 難 救 助 を 実 施

す る 。  

 

─  

市 は 、 雪 崩 が 河 川 等 他 の 施 設 に 影 響 を 与 え て い る 場 合 は 、 た だ ち に 当 該 施

設 の 管 理 者 に 通 報 し 、 二 次 災 害 等 の 被 害 の 拡 大 防 止 を 要 請 す る 。  
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ӣלꜘ   
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 275 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  職 員 の 招 集 、 医 療 機 関 の 被 災 状 況 受 入 可 否

の 確 認  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  救 護 所 の 設 置 、 医 療 救 護 班 の 出 動 要 請 、 関

係 団 体 へ の 要 請 、 医 療 ボ ラ ン テ ィ ア の 把 握  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内  後 方 医 療 機 関 へ の 搬 送  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  初 動 医 療 体 制  福 祉 班 、 病 院 部  医 師 会 、 医 療 機 関  

２  傷 病 別 搬 送 体 制  福 祉 班 、 病 院 部 、 消 防 部  県 、 警 察 、 医 療 機 関  

３  収 容 医 療 機 関  福 祉 班 、 病 院 部 、 消 防 部  医 師 会 、 医 療 機 関  

４  医 薬 品 ・ 資 機 材 の 確 保  福 祉 班 、 病 院 部  県 、薬 剤 師 会 、日 本 赤

十 字 社 等  

５  関 係 機 関 と の 情 報 共 有  総 務 広 報 班 、 福 祉 班 、  

病 院 部  

県  

６  医 療 ボ ラ ン テ ィ ア の 活 用  企 画 情 報 班 、 福 祉 班  

病 院 部  

医 師 会 、薬 剤 師 会 、歯

科 医 師 会 、 医 療 機 関  

７  助 産 活 動  福 祉 班 、 病 院 部  医 師 会 、 医 療 機 関  

 

 

  

地 震 災 害 対 策 編 276 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

  

 地 震 災 害 対 策 編 280 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 283 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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ה  ─  

地 震 災 害 対 策 編 283 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ≤─  

地 震 災 害 対 策 編 285 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 Ⱳꜝfi♥▫▪─  

地 震 災 害 対 策 編 286 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

  

 地 震 災 害 対 策 編 286 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ˧ ɵ᷂Ḣǵ ᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 288 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  緊 急 交 通 路 の 確 保 、 交 通 規 制 、 救 助 。 被 災

地 ・ 避 難 所 の 警 備  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化  災 害 救 助 法  

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  道 路 の 交 通 規 制  土 木 班  各 道 路 管 理 者 、 警 察  

２  地 域 の 防 犯 対 策  市 民 班  警 察  

 

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 288 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 290 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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ל  ᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 292 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  避 難 者 の 輸 送  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  緊 急 交 通 路 の 確 保（ 中 継 基 地 、ヘ リ ポ ー ト ）、

医 療 物 資 ・ 人 員 ・ 重 傷 者 等 の 搬 送 、 緊 急 輸

送 ネ ッ ト ワ ー ク の 確 保 、 輸 送 車 両 の 確 保 、

防 災 ヘ リ の 緊 急 運 行 、 食 糧 等 の 輸 送  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  輸 送 の 対 象    

２  輸 送 手 段 の 確 保  総 務 広 報 班 、 防 災 対 策 班 、

消 防 部  

 

３  集 積 ・ 配 送 拠 点  企 画 情 報 班 、 各 班 （ 選 抜 ） ボ ラ ン テ ィ ア  

４  緊 急 輸 送 道 路 の 確 保  土 木 班  各 道 路 管 理 者  

５  鉄 道 交 通 の 確 保   東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 秋 田 支

社 大 館 駅  

６  臨 時 ヘ リ ポ ー ト の 開

設  

防 災 対 策 班 、 消 防 部  県  

７  物 流 業 者 等 と の 連 携  防 災 対 策 班  物 流 事 業 者  

 

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 292 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 293 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

ה   

地 震 災 害 対 策 編 296 ペ ー ジ の と お り 。  

 



 

-  616 -  

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 297 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 299 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 Ⱬꜞⱳכ♩─  

地 震 災 害 対 策 編 299 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ≤─  

地 震 災 害 対 策 編 300 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ὤ șὃȒꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 301 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  自 分 や 家 族 の 安 全 確 保 （ 自 助 ） 、 住 民 に よ

る 自 主 避 難 、 避 難 行 動 要 支 援 者な ど 地 域 内 で

の 安 全 確 保 、 協 働 に よ る 避 難 所 運 営 の 実 施

（ 共 助 ）  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  災 害 情 報 の 収 集 ・ 伝

達  

 市 民 、 自 主 防 災 組 織 、 企

業 等  

２  避 難 対 策   市 民 、 自 主 防 災 組 織 、 企

業 等  

３  消 火 ・ 救 急 活 動 ・ 医

療 救 護 活 動 等  

 市 民 、 自 主 防 災 組 織 、 企

業 等  

４  ラ イ フ ラ イ ン 関 係   市 民 、 自 主 防 災 組 織 、 企

業 等  

５  防 犯 対 策   警 察 、 市 民 、 自 主 防 災 組

織 、 防 犯 協 会 、 企 業 等  

６  避 難 行 動 要 支 援 者 対

策  

 市 民 、 自 主 防 災 組 織 、 企

業 等  

 

 

 ─ ה  

地 震 災 害 対 策 編 301 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 302 ペ ー ジ の と お り 。  
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ה  ה  

地 震 災 害 対 策 編 302 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ꜝ▬ⱨꜝ▬fi  

地 震 災 害 対 策 編 303 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 304 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 304 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 305 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  避 難 の 準 備 、 避 難 所 の 開 設 、 避 難 行 動 要 支

援 者 の 避 難  

市 民 の 避 難  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  医 療 機 関 等 へ 避 難 行 動 要 支 援 者 の移 動  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  避 難 の 区 分  防 災 対 策 班   

２  避 難 勧 告・避 難 指 示 の 発 令  防 災 対 策 班  県 、 警 察 、 自 衛 隊 、  

水 防 管 理 者  

３  警 戒 区 域 の 設 定  防 災 対 策 班 、 消 防 部  警 察 、 自 衛 隊  

４  避 難 誘 導  防 災 対 策 班 、 消 防 部  警 察 、 各 施 設 管 理 者 等  

５  避 難 路 及 び 避 難 所 等 の 安

全 確 保  

消 防 部  警 察  

６  来 訪 者 、 入 所 者 等 の 避 難  防 災 対 策 班 、 各 班  各 施 設 管 理 者  

７  市 民 の 避 難 に 関 す る 留 意

事 項  

防 災 対 策 班   

８  積 雪 期 の 避 難  防 災 対 策 班 、 消 防 部   

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 305 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 

ה  ─  

 

ה ─  

地 震 災 害 対 策 編 306 ペ ー ジ の と お り 。  
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ה ה ─  

①  局 地 的 な 災 害 に よ る 避 難 勧 告 ・ 避 難 指 示  

地 域 を 限 定 し た 避 難 勧 告 ま た は 避 難 指 示 を 行 う 要 件 は 、 次 の と お り で あ

る 。  

 

１  河 川 の 上 流 が 地 震 被 害 を 受 け 、 下 流 区 域 に 浸 水 に よ る 危 険 が あ る と き 。  

２  豪 雨 、 洪 水 等 の 自 然 現 象 が 、 被 害 を も た ら す 危 険 が あ る と き 。  

３  火 災 が 拡 大 す る 恐 れ が あ る と き 。  

４  爆 発 の 恐 れ が あ る と き 。  

５  ガ ス の 流 出 拡 散 に よ り 、 周 辺 地 域 の 市 民 に 対 し て 危 険 が 及 ぶ と 予 測 さ れ

る と き 。  

６  地 す べ り 、 崖 崩 れ 等 の 土 砂 災 害 に よ り 著 し く 危 険 が 切 迫 し て い る と き 。  

７  災 害 に よ り 建 物 が 大 き な 被 害 を 受 け 、居 住 を 継 続 す る こ と が 危 険 な と き。 

８  そ の 他 市 民 の 生 命 を 守 る た め 必 要 と 認 め ら れ る と き 。  

 

②  広 域 的 な 災 害 に よ る 避 難 勧 告 ・ 避 難 指 示 命 令  

広 域 的 な 避 難 勧 告 ま た は 避 難 指 示 の 発 令 を 行 う 要 件 は 次 の と お り で あ る 。  

 

１  延 焼 火 災 が 拡 大 し 、 ま た は 拡 大 す る 恐 れ が あ る と き 。  

２  豪 雨 、 洪 水 等 の 自 然 現 象 が 、 被 害 を も た ら す 危 険 が あ る と き 。  

３  ガ ス の 流 出 拡 散 に よ り 、 広 域 的 に 人 命 の 危 険 が 予 測 さ れ る と き 。  

４  そ の 他 市 民 の 生 命 を 守 る た め 必 要 と 認 め ら れ る と き 。  

 

③  避 難 情 報 の 基 準  

避 難 準 備 情 報 、 避 難 勧 告 、 避 難 指 示 の 基 準 は 次 の と お り と し 、 総 合 的 に 状

況 を 判 断 し て 行 う 。各 情 報 の 発 令 は 、総 合 的 に 判 断 す る 必 要 が あ る こ と か ら、

別 に マ ニ ュ ア ル で 定 め る 。  

種   別  基           準  

 

 

 

避難準備情 報 

１  避 難 勧 告 及 び 避 難 指 示 発 令 の 可 能 性 が 大 き い と 判 断 さ れ る

と き 。  

２  河 川 の 水 位 が は ん 濫 注 意 水 位 に 達 し 、 そ の 後 も 水 位 の 上 昇

が 見 込 ま れ 、 河 川 の は ん 濫 に 至 る 恐 れ が あ る と き 。  

３  土 砂 災 害 警 戒 情 報 が 発 表 さ れ 、 そ れ ま で の 雨 量 や そ の 後 の

予 想 雨 量 な ど か ら 、 土 砂 災 害 の 発 生 が 見 込 ま れ る と き 。  

４  そ の 他 警 報 等 が 発 表 さ れ 、 特 に 避 難 準 備 を 要 す る と 判 断 し

た と き 。  

 

避  難  勧  告  

１  災 害 を 覚 知 し 、 災 害 の 拡 大 が 予 想 さ れ 、 事 前 に 避 難 を 要 す

る と 判 断 さ れ る と き 。  

２  河 川 の 水 位 が 避 難 判 断 水 位 に 達 し 、 そ の 後 も 水 位 の 上 昇 が

見 込 ま れ 、 河 川 の は ん 濫 に 至 る 恐 れ が あ る と き 。  

３  土 砂 災 害 警 戒 情 報 が 発 表 さ れ 、 土 砂 災 害 の 発 生 ま た は そ れ



 

-  621 -  

 

ま で の 雨 量 や そ の 後 の 予 想 雨 量 な ど か ら 、 土 砂 災 害 の 発 生 が

見 込 ま れ る と 判 断 さ れ る と き 。  

４  特 別 警 報 が 発 表 さ れ 、 特 別 警 報 の 種 別 に よ り 避 難 勧 告 が 適

切 と 判 断 さ れ る と き 。  

 

避  難  指  示
 

１  避 難 勧 告 よ り 状 況 が 悪 化 し 、 緊 急 に 避 難 を 要 す る と 認 め ら

れ る と き 。  

２  災 害 を 覚 知 し 、 著 し く 危 険 が 切 迫 し 、 緊 急 に 避 難 を 要 す る

と 認 め ら れ る と き 。  

Ẽ 16  ─  

 

─  

避 難 情 報 の 解 除 は 、 次 に よ り 的 確 に 判 断 す る 。  

ア  災 害 が 沈 静 化 し 、 被 害 が 拡 大 す る 恐 れ が 無 い と 認 め ら れ る と き 。  

イ  気 象 庁 が 気 象 に 関 す る 警 報 ま た は 注 意 報 を 解 除 し 、 災 害 の 起 こ る 恐 れ が 無

い と 認 め ら れ る と き 。  

 

ה ─ ┘  

地 震 災 害 対 策 編 308 ペ ー ジ の と お り 。  

 

┘ ─  

地 震 災 害 対 策 編 310 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 311 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

 

┼─  

   地 震 災 害 対 策 編 313 ペ ー ジ に 準 じ る 。  

 

─  

   地 震 災 害 対 策 編 313 ペ ー ジ の と お り 。  

 

─  

   地 震 災 害 対 策 編 313 ペ ー ジ の と お り 。  

 

⁸ ─  

   地 震 災 害 対 策 編 314 ペ ー ジ の と お り 。  
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─  

   地 震 災 害 対 策 編 314 ペ ー ジ の と お り 。  

 

─  

   市 、 消 防 機 関 、 警 察 等 が 行 う 避 難 誘 導 は 、 災 害 の 規 模 、 態 様 に 応 じ て 、 混

乱 な く 安 全 か つ 迅 速 に 避 難 で き る よ う 、 次 の 事 項 に 留 意 し て 速 や か に 行 う 。  

ア  避 難 行 動 要 支 援 者 の 安 全 確 保 の 援 助 及 び 優 先 避 難 を 呼 び か け 、 近 隣 住 民

（ 自 主 防 災 組 織 ） や ボ ラ ン テ ィ ア 等 の 協 力 を 得 て 、 相 互 の 助 け 合 い に よ る

全 員 の 安 全 避 難 を 図 る 。  

イ  避 難 経 路 の 選 定 に 当 た っ て は 、 で き る 限 り 危 険 な 道 路 、 橋 梁 、 堤 防 、 危 険

物 取 扱 施 設 を 避 け 、 そ の 他 火 災 、 落 下 物 、 危 険 物 、 パ ニ ッ ク の 起 こ る 恐 れ な

ど の 無 い 経 路 を 選 定 す る 。  

ま た 、 状 況 が 許 す 限 り 指 示 者 が あ ら か じ め 経 路 の 実 状 を 確 認 し て 行 う よ う

に 努 め る 。  

      な お 、 避 難 経 路 は 、 本 部 長 か ら 特 に 指 示 が 無 い と き は 、 避 難 の 誘 導 に 当 た

る 者 が 選 定 す る よ う に 努 め る 。  

ウ  避 難 経 路 の 要 点 に 誘 導 員 を 配 置 す る 。  

ま た 、 危 険 な 地 点 に は 標 示 、 縄 張 り を 行 う ほ か 、 状 況 に よ り 誘 導 員 を 配 置

し て 安 全 を 期 す る 。  

エ  自 主 防 災 組 織 、 そ の 他 適 切 な 者 に 依 頼 し て 避 難 者 の 誘 導 措 置 を 講 じ る 。  

オ  避 難 誘 導 は 収 容 先 で の 救 援 物 資 の 配 給 等 を 考 慮 し て 、で き る だ け 町 内 会 単

位 の 集 団 で 行 う 。  

カ  安全な避難が行われるために、所持品は最小限度にとどめるように指導する。 

キ  被 災 者 の 避 難 誘 導 、 人 命 救 助 、 防 災 対 応 等 に 当 た る 防 災 業 務 従 事 者 は 、 自

ら の 安 全 を 確 保 し 、 安 全 か つ 迅 速 な 避 難 誘 導 を 行 う 。  

ク  危 険 の 切 迫 に 応 じ て 勧 告 等 の 伝 達 文 の 内 容 を 工 夫 す る な ど 、 市 民 の 積 極 的

な 避 難 行 動 の 喚 起 に 努 め る 。  

 

Ợ                         16  

 

 

 ┘ ─  

 地 震 災 害 対 策 編 315 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ⁸ ─  

地 震 災 害 対 策 編 315 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─ ⌐ ∆╢  

地 震 災 害 対 策 編 316 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ─  

 

─  

屋 外 で は 音 声 情 報 が 伝 わ り に く く な る た め 、 市 は 、 無 雪 期 よ り も 確 実 に 避

難 情 報 を 伝 達 す る よ う 留 意 す る 。  

 

┼─  

足 場 が 悪 く 、 避 難 行 動 の 制 約 が 大 き く な る た め 、 市 は 、 特 に 避 難 行 動 要 支

援 者 の 避 難 支 援 に つ い て 地 域 住 民 等 の 協 力 を 求 め る 。  

 

─  

寒 冷 な 時 期 で あ る た め 、 避 難 先 で の 暖 房 確 保 、 早 期 の 温 食 提 供 等 に 配 慮 す

る 。  
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 ǵ Ʋ ᵣ  
 

 

֘ ─ ֙  

風 水 害 等 の 場 合 の 避 難 所 は 、当 該 地 域 へ の 避 難 情 報（ 避 難 準 備 情 報 、避 難 勧 告 、

避 難 指 示 ） 発 令 後 、 迅 速 な 避 難 所 開 設 を 行 う た め 、 市 、 施 設 管 理 者 、 地 域 住 民 等

で 可 能 な 限 り 早 期 に 避 難 所 を 開 設 し 、 避 難 者 を 受 け 入 れ る 。  

避 難 所 運 営 に 当 た っ て は 、 避 難 者 の 安 全 の 確 保 、 生 活 環 境 の 維 持 、 避 難 行 動 要

支 援 者 に 対 す る ケ ア 、 男 女 の 視 点 の 違 い に 十 分 に 配 慮 し 、 市 民 が 安 心 し て 避 難 で

き る 環 境 づ く り を 行 う 。  

ま た 、 地 域 住 民 、 学 校 、 行 政 と の 協 働 に よ る 避 難 所 の 開 設 、 運 営 に 努 め る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  避 難 所 の 開 設 、 自 主 防 災 組 織 と 協 働 に よ る

避 難 所 運 営 の 実 施 、 避 難 者 名 簿 の 作 成 、 避

難 行 動 要 支 援 者 へ の 配 慮  

タ オ ル ・ 毛 布 等 生 活 必 需 品 の 提 供  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  防 災 関 係 機 関 へ の 支 援 要 請 、 仮 設 ト イ レ の

設 置  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内   

〃   １ 週 間 以 内  避 難 所 の 閉 鎖 ・ 期 間 延 長 の 判 断  

〃   １ カ 月 以 内  避 難 所 の 閉 鎖  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  避 難 所 の 開 設  市 民 班 、 公 民 館 班   

２  避 難 所 の 運 営  防 災 対 策 班 、 市 民 班 、  

福 祉 班 、 公 民 館 班  

医 師 会 、 自 主 防 災 組 織 、  

ボ ラ ン テ ィ ア 等  

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 317 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 319 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ₒὁᶩ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 324 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  帰 宅 困 難 者 へ の 情 報 提 供 、 一 時 滞 在 施 設 の

確 保 と 施 設 へ の 誘 導  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  徒 歩 帰 宅 者 支 援 の 実 施  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  市 に よ る 帰 宅 困 難 者

支 援  

総 務 広 報 班 、 防 災 対 策 班  事 業 者 等  

２  関 係 機 関 に よ る 帰 宅

困 難 者 支 援  

 東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 秋 田 支

社 大 館 駅 長 、 公 共 交 通 機

関 の 運 行 管 理 者  

 

 

 ⌐╟╢  

地 震 災 害 対 策 編 324 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⌐╟╢  

地 震 災 害 対 策 編 325 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ɵͪβ ᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 326 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  食 品 の 衛 生 確 保 、 炊 き 出 し 等 の 衛 生 指 導 、

避 難 所 等 の 環 境 整 備  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化    

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  防 疫 資 機 材 の 調 達 、 感 染 症 の 予 防  

〃   １ 週 間 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  防 疫 対 策  環 境 班 、 福 祉 班 、 病 院 部  県 、 薬 剤 師 会  

２  食 品 の 衛 生 監 視  環 境 班 、 福 祉 班  県  

３  防 疫 用 薬 品 、 資 機 材

等 の 調 達  

福 祉 班   

 

  

 

─  

地 震 災 害 対 策 編 326 ペ ー ジ の と お り 。  

 

─  

福 祉 班 は 、 災 害 対 策 本 部 等 と 連 携 し 、 家 屋 の 床 上 、 床 下 浸 水 の 状 況 把 握 、

感 染 症 患 者 の 発 生 届 の 受 理 、 市 民 に 対 す る 予 防 教 育 及 び 広 報 活 動 に 努 め 、 災

害 規 模 に 応 じ 防 疫 班 を 編 成 す る 。以 下、地 震 災 害 対 策 編 326 ペ ー ジ に 準 ず る。 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 328 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ⁸ ─  

  地 震 災 害 対 策 編 329 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ɆȢɪᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 330 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  ト イ レ の 被 災 状 況 （ ト イ レ 利 用 に 関 す る 需

要 ） の 確 認 、 仮 設 ト イ レ の 設 置 の 検 討 、 処

理 施 設 の 被 害 状 況 の 確 認 、処 理 体 制 の 検 討 、

防 災 協 定 締 結 先 へ ト イ レ レ ン タ ル の 打 診  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化  仮 設 ト イ レ の 設 置 開 始  

沈 静 化 後 １ 日 以 内  し 尿 収 集 、 運 搬 、 管 理 体 制 の 確 立  

〃   ３ 日 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  ト イ レ の 確 保  防 災 対 策 班 、 環 境 班   

２  快 適 な 利 用 の 確 保  環 境 班  し 尿 収 集 運 搬 業 者  

３  避 難 行 動 要 支 援 者 に

対 す る 配 慮  

防 災 対 策 班 、 環 境 班   

 

 

 ♩▬꜠─  

地 震 災 害 対 策 編 330 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⌂ ─  

地 震 災 害 対 策 編 331 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⌐ ∆╢  

地 震 災 害 対 策 編 332 ペ ー ジ の と お り 。  
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 Њ ᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 333 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  自 衛 隊 へ 入 浴 支 援 要 請  

〃   １ 週 間 以 内  旅 館 ・ 公 衆 浴 場 等 へ 協 力 要 請 、 必 要 に 応 じ

て 県 ・ 他 市 町 村 に 応 援 要 請  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  入 浴 施 設 の 確 保  総 務 広 報 班 、 防 災 対 策 班 、

観 光 班  

自 衛 隊 、 事 業 所 等  

２  避 難 行 動 要 支 援 者 に

対 す る 配 慮  

総 務 広 報 班 、 福 祉 班   

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 333 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⌐ ∆╢  

地 震 災 害 対 策 編 334 ペ ー ジ の と お り 。  
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 Ҳ ǵ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 335 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  収 容 施 設 の 確 保 の 準 備 、 食 料 等 物 資 の 確 保

の 準 備  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  食 料 等 物 資 の 確 保  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  関 係 機 関 等 と の 協 力 体 制 の 確 立 、 動 物 救 護

活 動 、 相 談 窓 口 の 設 置 、 動 物 感 染 症 の 予 防

措 置  

〃   １ 週 間 以 内  飼 い 主 探 し の 実 施  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  特 定 動 物 ・ 愛 護 動 物

の 対 策  

市 民 班 、福 祉 班 、公 民 館 班  市 民  

２  避 難 所 に お け る 愛 護

動 物 の 管 理  

市 民 班 、福 祉 班 、公 民 館 班  県  

 

 

ה  ─  

地 震 災 害 対 策 編 335 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⌐⅔↑╢ ─  

地 震 災 害 対 策 編 336 ペ ー ジ の と お り 。  
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 Ẇ ǿǵ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 337 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化    

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  避 難 者 数 の 把 握 、 食 料 等 配 布 状 況 の 周 知 、

エ コ ノ ミ ー ク ラ ス 症 候 群 の 予 防 指 導  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  避 難 所 外 避 難 者 の 把 握  防 災 対 策 班 、 市 民 班  自 主 防 災 組 織 等  

２  避 難 所 外 避 難 者 へ の 支 援  防 災 対 策 班 、 市 民 班 、  

福 祉 班  

 

３  健 康 対 策  福 祉 班   

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 337 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ┼─  

地 震 災 害 対 策 編 338 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 338 ペ ー ジ の と お り 。  
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 Ҳ ǵ ᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 339 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  地 域 住 民 等 に よ る 避 難 行 動 要 支 援 者 へ の 情

報 伝 達 、 地 域 住 民 等 に よ る 安 全 な 場 所 へ の

避 難 誘 導  

避 難 行 動 要 支 援 者の 避 難 状 況 把 握 、 安 否 確 認  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化  社 会 福 祉 施 設 等 の 被 災 状 況 ・ 受 入 可 否 確 認  

沈 静 化 後 １ 日 以 内  福 祉 避 難 所 等 へ の 移 動 、 保 健 ・ 福 祉 相 談 窓

口 の 設 置  

〃   ３ 日 以 内  保 健 ・ 福 祉 巡 回 サ ー ビ ス の 開 始  

〃   １ 週 間 以 内   

〃   １ カ 月 以 内   

〃   ３ カ 月 以 内  仮 設 住 宅 転 居 者 等 の 健 康 相 談 を 開 始  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  社 会 福 祉 施 設 入 所 者

等 の 安 全 確 保 対 策  

福 祉 班  自 主 防 災 組 織 、 市 民 、  

ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 等  

２  在 宅 避 難 行 動 要 支 援

者 の 安 全 確 保 対 策  

福 祉 班  民 生 ・ 児 童 委 員 、 自 主 防

災 組 織 、 市 民 、 ボ ラ ン テ

ィ ア 団 体 等  

３  外 国 人 の 安 全 確 保  総 務 広 報 班 、 企 画 情 報 班  ボ ラ ン テ ィ ア 等  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 339 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 340 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 342 ペ ー ジ の と お り 。  



 

-  632 -  

 

 ǚǚȔǵȯȠᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 343 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内  （ 仮 ） こ こ ろ の ケ ア 相 談 所 の 設 置  

〃   ３ 日 以 内  避 難 所 へ の 巡 回 相 談 及 び 訪 問 活 動 を 開 始 、

県 に 対 し こ こ ろ の ケ ア チ ー ム の 派 遣 を 要 請  

〃   １ 週 間 以 内   

〃   １ カ 月 以 内   

〃   ３ カ 月 以 内  仮 設 住 宅 転 居 者 等 の 健 康 相 談 を 開 始 、 Ｐ Ｔ

Ｓ Ｄ へ の 対 応  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  こ こ ろ の 健 康 状 況 の 把

握  

福 祉 班  医 師 会 、ボ ラ ン テ ィ ア 等  

２  こ こ ろ の ケ ア 相 談  福 祉 班  医 師 会  

 

 

 ↓↓╤─ ─  

地 震 災 害 対 策 編 343 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ↓↓╤─◔▪  

地 震 災 害 対 策 編 344 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ɚɧɱɄȡȠǵ֞ǘЊȓ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 346 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化    

沈 静 化 後 １ 日 以 内  災 害 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー の 設 置 、 コ ー デ

ィ ネ ー タ ー の 確 保 、 ボ ラ ン テ ィ ア ニ ー ズ の

把 握  

〃   ３ 日 以 内  一 般 ・ 専 門 ボ ラ ン テ ィ ア の 受 け 入 れ  

〃   １ 週 間 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  ボ ラ ン テ ィ ア の 分 類    

２  ボ ラ ン テ ィ ア の 活 動

分 野  

  

３  ボ ラ ン テ ィ ア と し て

活 動 す る 個 人 、 団 体  

  

４  受 入 体 制 の 確 立  総 務 広 報 班 、 企 画 情 報 班 、

市 民 班 、福 祉 班 、都 市 計 画

班 、公 民 館 班 、病 院 部 、消

防 部 等  

市 社 会 福 祉 協 議 会 、 日 本

赤 十 字 社 、 ボ ラ ン テ ィ ア

団 体 等  

５  連 携 体 制 の 確 保  福 祉 班 、 各 班  県 、 市 社 会 福 祉 協 議 会 等  

 

 

 Ⱳꜝfi♥▫▪─  

 地 震 災 害 対 策 編 346 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 Ⱳꜝfi♥▫▪─  

地 震 災 害 対 策 編 347 ペ ー ジ の と お り 。  
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 Ⱳꜝfi♥▫▪≤⇔≡ ∆╢ ⁸  

地 震 災 害 対 策 編 347 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 348 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 349 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ǵ ͪ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 351 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  被 災 状 況 の 把 握 、 個 人 備 蓄 に よ る 対 応  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  給 水 車 に よ る 給 水  

〃   １ 週 間 以 内  生 活 用 水 の 確 保  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  実 施 期 間  水 道 班   

２  飲 料 水 供 給 対 象 者    

３  応 急 飲 料 水 の 確 保  水 道 班   

４  応 急 飲 料 水 の 供 給 方 法  水 道 班   

５  応 援 要 請  防 災 対 策 班 、 水 道 班  自 衛 隊  

６  生 活 用 水 の 確 保  水 道 班   

７  応 急 給 水 時 の 広 報  総 務 広 報 班 、 水 道 班  報 道 機 関  

８  給 水 活 動 の 配 慮 事 項  防 災 対 策 班 、 水 道 班  ボ ラ ン テ ィ ア 等  

 

 

  

 地 震 災 害 対 策 編 351 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

 地 震 災 害 対 策 編 352 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 352 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 353 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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地 震 災 害 対 策 編 353 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 353 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 354 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 354 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ǵ ͪ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 356 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  必 要 数 量 の 把 握 、 避 難 所 備 蓄 物 資 に よ る 対

応 、 個 人 備 蓄 に よ る 対 応  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  防 災 協 定 に 基 づ く 食 糧 の 確 保 、 お に ぎ り ・

パ ン 等 の 供 給 、 近 隣 市 町 村 へ の 応 援 要 請  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内  炊 き 出 し 等 に よ る 食 糧 の 配 給  

〃   ３ 日 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  実 施 期 間  総 務 広 報 班 、 市 民 班 、  

福 祉 班  

 

２  食 糧 供 給 対 象 者    

３  災 害 救 助 法 適 用 時 の

食 糧 の 応 急 供 給  

防 災 対 策 班   

４  食 糧 の 供 給 品 目  防 災 対 策 班   

５  食 糧 の 調 達  防 災 対 策 班 、 市 民 班  県  

６  食 糧 の 配 分 及 び 炊 き

出 し の 実 施  

福 祉 班   

７  県 、 近 隣 市 町 村 へ の

応 援 要 請  

防 災 対 策 班  日 本 赤 十 字 社 、 婦 人 団 体  

８  支 援 物 資 の 受 け 入 れ

周 知  

総 務 広 報 班 、 企 画 情 報 班  報 道 機 関  

 

 

  

 地 震 災 害 対 策 編 357 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 357 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ─ ─  

地 震 災 害 対 策 編 357 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 358 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 358 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─ ┘ ⅝ ⇔─  

 地 震 災 害 対 策 編 359 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⁸ ┼─  

 地 震 災 害 対 策 編 359 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─ ↑ ╣  

地 震 災 害 対 策 編 360 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ⱳ ᴜǵ ͪ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 361 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  生 活 必 需 品 の 必 要 数 の 把 握 、 公 的 備 蓄 に よ

る 対 応  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  避 難 所 へ 寝 具・日 用 品・乳 児 用 品 等 の 供 給 、

防 災 協 定 に 基 づ く 生 活 必 需 品 の 調 達 、 近 隣

市 町 村 へ の 応 援 要 請  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内  そ の 他 生 活 必 需 品 の 供 給  

〃   ３ 日 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  実 施 期 間  防 災 対 策 班   

２  生 活 必 需 品 の 給 与 及

び 貸 与 の 対 象 者  

  

３  生 活 必 需 品 の 範 囲    

４  生 活 必 需 品 の 確 保 及

び 配 分  

総 務 広 報 班 、 防 災 対 策 班 、

市 民 班  

ボ ラ ン テ ィ ア 等  

５  県 、 近 隣 市 町 村 へ の

応 援 要 請  

防 災 対 策 班   

６  支 援 物 資 の 受 け 入 れ

周 知  

総 務 広 報 班 、 企 画 情 報 班  報 道 機 関  

 

 

  

 地 震 災 害 対 策 編 361 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─ ┘ ─  

 地 震 災 害 対 策 編 362 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 362 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─ ┘  

 地 震 災 害 対 策 編 362 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⁸ ┼─  

 地 震 災 害 対 策 編 363 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─ ↑ ╣  

地 震 災 害 対 策 編 363 ペ ー ジ の と お り 。  
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 Ϯϼ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 364 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化  市 域 の 燃 料 供 給 状 況 の 把 握  

沈 静 化 後 １ 日 以 内  秋 田 県 石 油 商 業 協 同 組 合 大 館 支 部 へ の 石 油 製 品

等 の 供 給 要 請  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  石 油 商 業 協 同 組 合 と

の 協 定 に 基 づ く 優 先 供

給 の 実 施  

防 災 対 策 班   

２  燃 料 油 に 係 る 情 報 の

収 集 ・ 提 供  

総 務 広 報 班 、 防 災 対 策 班   

 

 

 ≤─ ⌐ ≠ↄ ─  

地 震 災 害 対 策 編 364 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ⌐ ╢ ─ ה  

地 震 災 害 対 策 編 364 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ∕ ǵы  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 366 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  水 没 便 槽 等 の し 尿 収 集 の 検 討  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化  収 集 体 制 ・ 集 積 場 所 の 検 討 、 仮 設 ト イ レ の

設 置 開 始  

沈 静 化 後 １ 日 以 内  し 尿 収 集 開 始  

〃   ３ 日 以 内  生 活 ご み （ 家 庭 ご み ） の 収 集 開 始  

〃   １ 週 間 以 内  生 活 ご み （ 粗 大 ご み ・ 資 源 化 物 ） の 収 集 開

始 、 が れ き 類 の 収 集 開 始 、 廃 棄 物 施 設 の 応

急 復 旧  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  障 害 物 の 除 去  土 木 班 、 都 市 計 画 班  各 道 路 ・ 河 川 管 理 者 市 建

設 業 協 会 、 県 自 動 車 整 備

振 興 会 大 館 北 秋 田 支 部  

２  ご み 処 理  環 境 班   

３  し 尿 処 理  環 境 班   

４  廃 棄 物 処 理 施 設 の 応

急 復 旧  

環 境 班  国 、 県  

５  死 亡 獣 畜 処 理  環 境 班 、 農 林 班  県  

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 366 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ↔╖  

地 震 災 害 対 策 編 370 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ⇔  

 地 震 災 害 対 策 編 372 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ─  

地 震 災 害 対 策 編 373 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 375 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ʥ ֗Ǻ ̱ǵ ɵ  

֛ὦɵḛ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 377 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内  行 方 不 明 者 の 捜 索 、 ド ラ イ ア イ ス ・ 霊 柩 車

・ 納 棺 用 品 等 の 確 保 、 火 葬 場 の 被 災 状 況 の

確 認  

〃   ３ 日 以 内  遺 体 安 置 所 へ の 搬 送 、 身 元 確 認 、 火 葬  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  行 方 不 明 者 及 び 遺 体

の 捜 索  

防 災 対 策 班 、市 民 班 、消 防

部  

自 衛 隊 、 警 察 、 市 民 等  

２  遺 体 の 処 理  市 民 班  警 察 、 医 師 会 、 日 本 赤 十

字 社 等  

３  遺 体 の 収 容 ・ 安 置  総 務 広 報 班 、 市 民 班  県 、 警 察 等  

４  遺 体 の 埋 火 葬  総 務 広 報 班 、 市 民 班  県 ト ラ ッ ク 協 会 等  

５  大 規 模 災 害 時 に お け

る 遺 体 搬 送 、 埋 火 葬  

防 災 対 策 班 、 市 民 班  県  

 

 

 ┘ ─  

地 震 災 害 対 策 編 377 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 379 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─ ה  

 地 震 災 害 対 策 編 381 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ─  

地 震 災 害 対 策 編 382 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⌐⅔↑╢ ⁸  

地 震 災 害 対 策 編 383 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ἶ ǲǑǘȒꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 385 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  在 校 児 童 ・ 生 徒 の 避 難 ・ 安 否 確 認 、 避 難 所

開 設 ・ 運 営 協 力  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  保 護 者 へ の 安 否 情 報 の 提 供 、 被 災 状 況 の 把

握  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化  児 童 ・ 生 徒 の 帰 宅 ま た は 保 護 継 続  

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  学 用 品 等 の 手 配  

〃   １ 週 間 以 内  学 校 再 開 の 時 期 等 の 判 断 ・ 準 備  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  災 害 発 生 直 後 の 体 制  教 育 総 務 班 、 学 校 教 育 班 、 警 察  

２  応 急 教 育 の 実 施  教 育 総 務 班 、 学 校 教 育 班  県 教 育 委 員 会  

３  教 科 書 、 学 用 品 の 調

達 及 び 支 給  

教 育 総 務 班 、 学 校 教 育 班  県 教 育 委 員 会  

４  学 校 給 食 対 策  教 育 総 務 班 、 学 校 教 育 班  県 教 育 委 員 会 、 保 健 所  

 

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 385 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

 地 震 災 害 対 策 編 387 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⁸ ─ ┘  

地 震 災 害 対 策 編 389 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

 地 震 災 害 対 策 編 389 ペ ー ジ の と お り 。  
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 Ѓ ɵ ♪ǵǚǚȔǵȯȠ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 391 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  児 童 生 徒 の 心 の ケ ア  

〃   １ 週 間 以 内  職 員 研 修 、 児 童 ・ 生 徒 ・ 保 護 者 へ の 説 明 、

カ ウ ン セ リ ン グ の 実 施  

〃   １ カ 月 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  カ ウ ン セ ラ ー 派 遣 の

要 請  

教 育 総 務 班 、 学 校 教 育 班 、 県 教 育 委 員 会 等  

２  カ ウ ン セ リ ン グ の 実

施  

教 育 総 務 班 、 学 校 教 育 班  県 教 育 委 員 会 等  

 

 

 ◌►fi☿ꜝכ ─  

地 震 災 害 対 策 編 391 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ◌►fi☿ꜞfi◓─  

地 震 災 害 対 策 編 392 ペ ー ジ の と お り 。  
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ͪלꜘ  ǵὕ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 393 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  保 育 園 の 被 害 状 況 の 把 握  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内  児 童 の り 災 状 況 の 把 握  

〃   ３ 日 以 内  保 育 計 画 の 作 成  

〃   １ 週 間 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  実 施 体 制 の 確 立  子 ど も 班  各 保 育 園  

２  応 急 保 育 の 実 施  子 ど も 班  各 保 育 園  

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 393 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 394 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ὡ Ҟ ǵ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 395 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  被 害 状 況 の 把 握 、災 害 救 助 法 の 適 用 手 続 き 、

災 害 救 助 法 に よ る 救 助  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  災 害 救 助 法 の 適 用 基 準    

２  災 害 救 助 法 に よ る 救 助 の

程 度 、 方 法 及 び 期 間  

  

３  災 害 救 助 法 に よ る 救 助 業

務 の 実 施 者 と 救 助 の 内 容 等  

防 災 対 策 班  県  

４  災 害 救 助 法 の 適 用 手 続 き  防 災 対 策 班  県  

５  救 助 の 実 施 状 況 の 記 録 及

び 報 告  

防 災 対 策 班  県  

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 395 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⌐╟╢ ─ ⁸ ┘  

地 震 災 害 対 策 編 396 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ⌐╟╢ ─ ≤ ─  

地 震 災 害 対 策 編 397 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─ ⅝  

地 震 災 害 対 策 編 397 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ─ ─ ┘  

地 震 災 害 対 策 編 398 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ὁ᷂ ǵꜘלӾ ↓Ѩὑ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 399 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化  被 災 宅 地 地 域 の 把 握 、 判 定 士 の 派 遣 要 請  

沈 静 後 １ 日 以 内  被 災 宅 地 応 急 危 険 度 判 定 活 動 の 開 始  

〃  ３ 日 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  判 定 士 の 派 遣 要 請  都 市 計 画 班  県  

２  応 急 危 険 度 判 定 活 動  都 市 計 画 班   

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 399 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 399 ペ ー ジ の と お り 。  
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ὁᾍ̮לꜘ   
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 403 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  公 営 住 宅 の 空 き 家 提 供 、空 き 家 情 報 の 広 報 、 

民 間 賃 貸 住 宅 の あ っ せ ん ・ 紹 介  

〃   １ 週 間 以 内  被 災 戸 数 の 確 定 、 供 与 対 象 者 の 選 定 、 住 宅

の 応 急 修 理  

〃   2 0 日 以 内  仮 設 住 宅 の 建 設 着 工  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  応 急 仮 設 住 宅 の 建 設  都 市 計 画 班  建 設 業 関 係 団 体 等  

２  公 的 住 宅 等 の 提 供  都 市 計 画 班  民 間 施 設 の 管 理 者  

３  被 災 住 宅 の 応 急 修 理  都 市 計 画 班  建 設 業 関 係 団 体 等  

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 403 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 407 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 407 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ЏВ ǵꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 410 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  自 主 防 災 組 織 と の 協 力 体 制 の 確 立 、 危 険 区

域 に お け る 施 設 の 入 所 者 、 患 者 等 の 避 難 誘

導 及 び 避 難 状 況 確 認 と 安 否 確 認  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  施 設 等 の 被 災 状 況 の 確 認  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内  医 療 施 設 等 の 応 急 復 旧  

〃   ３ 日 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  市 の 施 設  各 班   

２  そ の 他 公 共 施 設 等  福 祉 班 、子 ど も 班 、病 院 部  社 会 福 祉 施 設 等 の 管 理

者 、 医 療 施 設 の 管 理 者  

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 410 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ∕─  

地 震 災 害 対 策 編 411 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ɵ ǵꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編413ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  危 険 箇 所 の 巡 視 ・ 点 検  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  被 災 点 検 調 査 、 道 路 啓 開 、 交 通 規 制 、 迂 回

路 の 選 定 、 応 急 復 旧 、 市 民 へ の 広 報  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内   

〃   １ 週 間 以 内   

〃   １ カ 月 以 内  公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 作 業  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  被 害 の 把 握  土 木 班  能 代 河 川 国 道 事 務 所 、  

北 秋 田 地 域 振 興 局  

２  応 急 復 旧  土 木 班  能 代 河 川 国 道 事 務 所 、  

北 秋 田 地 域 振 興 局 、  

建 設 業 関 係 団 体 等  

３  広 報 活 動  総 務 広 報 班  能 代 河 川 国 道 事 務 所 、  

北 秋 田 地 域 振 興 局  

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 413 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 414 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 414 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ῇɵ ǵꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 415 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  土 砂 災 害 危 険 箇 所 の 警 戒  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  被 災 概 要 調 査 、 施 設 の 点 検 ・ 巡 視 、 二 次 災

害 の 防 止 、 応 急 復 旧 、 被 災 状 況 の 広 報  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内   

〃   １ 週 間 以 内   

〃   １ カ 月 以 内  公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 作 業  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  災 害 の 未 然 防 止  農 林 班 、 土 木 班  北 秋 田 地 域 振 興 局  

２  被 害 の 拡 大 及 び 二 次

災 害 の 防 止  

農 林 班 、 土 木 班  北 秋 田 地 域 振 興 局  

３  応 急 復 旧  農 林 班 、 土 木 班  北 秋 田 地 域 振 興 局  

４  避 難 対 策 及 び 市 民 へ

の 広 報 等  

総 務 広 報 班 、 防 災 対 策 班  自 主 防 災 組 織 、 市 民  

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 415 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ─ ┘ ─  

地 震 災 害 対 策 編 416 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 416 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ┘ ┼─  

地 震 災 害 対 策 編 417 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ′ ǵꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 418 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  浸 水 区 域 の 警 戒  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生   

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化  被 災 概 要 調 査 、 施 設 の 点 検 ・ 巡 視 、 二 次 災

害 の 防 止 、 応 急 復 旧 、 被 災 状 況 の 広 報  

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内   

〃   １ 週 間 以 内   

〃   １ カ 月 以 内  公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 作 業  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  被 害 の 把 握  土 木 班  能 代 河 川 国 道 事 務 所 、  

北 秋 田 地 域 振 興 局  

２  応 急 活 動  土 木 班 、 消 防 部  能 代 河 川 国 道 事 務 所 、  

北 秋 田 地 域 振 興 局 、  

建 設 業 関 係 団 体 等  

３  広 報 及 び 報 告 等  総 務 広 報 班 、 土 木 班  能 代 河 川 国 道 事 務 所 、  

北 秋 田 地 域 振 興 局  

 

 

 ─  

 

─  

地 震 災 害 対 策 編 418 ペ ー ジ の と お り 。  

 

─  

     堤 防 の 破 堤 や 亀 裂 や 、 湧 き 水 の 発 生 な ど 、 何 ら か の 変 状 が 発 見 さ れ た 場 合

は 、 迅 速 に 応 急 補 強 工 事 を 実 施 す る 。  

   土 木 班 は 、地 震 発 生 後 た だ ち に 、所 管 河 川 管 理 施 設 の 被 害 や 異 常 に つ い て、

周 辺 住 民 か ら の 情 報 を 収 集 す る と と も に 、 現 地 を 調 査 し 、 次 に 掲 げ る よ う な
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項 目 を 把 握 す る 。  

 

１  堤 防 の 表 面 ま た は 漏 水 、 湧 き 水 の 状 況  

２  堤 防 の 破 堤 や 亀 裂 の 有 無  

３  堤 防 や 傾 斜 地 周 辺 の 建 築 物 ・ 構 造 物 等 の 損 壊 の 状 況  

４  周 辺 に お け る 市 民 及 び 滞 在 者 の 数  

５  付 近 の 降 雨 量  

６  そ の 他 二 次 災 害 予 防 ま た は 応 急 対 策 上 参 考 と な る 事 項  

    

な お 、 こ れ ら の 調 査 結 果 に つ い て は 、 北 秋 田 地 域 振 興 局 建 設 部 に 報 告 す る 。  

 

 

  

地 震 災 害 対 策 編 419 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ┘  

地 震 災 害 対 策 編 420 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ʣ ǵꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 421 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  被 災 状 況 の 把 握 、 被 災 状 況 の 広 報  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   応 急 復 旧 体 制 の 確 立  

沈 静 化 後 １ 日 以 内  代 替 措 置  

〃   ３ 日 以 内  主 要 施 設 の 復 旧 、 医 療 機 関 等 に お け る 応 急

復 旧 、 復 旧 の 見 通 し に つ い て の 広 報  

〃   １ 週 間 以 内  主 要 配 水 管 の 応 急 復 旧  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  実 施 体 制  水 道 班   

２  応 急 措 置  水 道 班   

３  応 急 復 旧 の 実 施  水 道 班   

４  応 援 要 請  防 災 対 策 班 、 水 道 班   

５  市 民 へ の 広 報  総 務 広 報 班 、 水 道 班   

 

  

 地 震 災 害 対 策 編 421 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 422 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 422 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 423 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ┼─  

地 震 災 害 対 策 編 424 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ʤ ǵꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 425 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  処 理 場 等 の 緊 急 点 検 、 被 災 状 況 の 把 握 、 被

災 状 況 の 広 報  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化  応 急 復 旧 体 制 の 確 立  

沈 静 化 後 １ 日 以 内   

〃   ３ 日 以 内  応 急 措 置 、 復 旧 の 見 通 し に つ い て の 広 報  

〃   １ 週 間 以 内  応 急 復 旧 作 業 の 開 始  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  実 施 体 制  下 水 道 班   

２  応 急 措 置  下 水 道 班  県  

３  応 急 復 旧 の 実 施  下 水 道 班   

４  応 援 要 請  下 水 道 班   

５  市 民 へ の 広 報  総 務 広 報 班 、 下 水 道 班   

 

  

地 震 災 害 対 策 編 425 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 426 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 426 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 427 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

 ┼─  

地 震 災 害 対 策 編 427 ペ ー ジ の と お り 。  
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 Ҙ ǵꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 428 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  被 害 状 況 の 把 握 、 被 災 状 況 の 広 報 、 復 旧 人

員 ・ 資 機 材 の 調 達 、 病 院 等 重 要 施 設 の 復 旧  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内  復 旧 の 見 通 し に つ い て の 広 報  

〃   ３ 日 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  実 施 体 制   東 北 電 力 ㈱  

２  応 急 措 置   東 北 電 力 ㈱  

３  応 急 復 旧 の 実 施   東 北 電 力 ㈱  

４  市 民 へ の 広 報   東 北 電 力 ㈱  

 

 

  

地 震 災 害 対 策 編 428 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 429 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 429 ペ ー ジ の と お り 。  

 

 ┼─  

地 震 災 害 対 策 編 432 ペ ー ジ の と お り 。  
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 Ȫȷ ǵꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 433 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  被 災 状 況 の 把 握 、 二 次 災 害 防 止 措 置  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内  復 旧 の 見 通 し に つ い て 広 報  

〃   ３ 日 以 内  消 費 先 の 緊 急 点 検 完 了  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  Ｌ Ｐ ガ ス  消 防 部  Ｌ Ｐ ガ ス 施 設  

 

 

 ●☻  

 

消 防 部 は 、 Ｌ Ｐ ガ ス 協 議 会 等 と 協 議 を 行 い 、 人 命 に 係 る 施 設 、 対 策 の 中 枢 で あ

る 市 役 所 、 避 難 所 等 の 施 設 に つ い て 優 先 的 に 復 旧 計 画 を 立 て 、 被 災 状 況 、 施 設 の

復 旧 の 難 易 度 に よ り 復 旧 効 果 の 大 き い も の か ら 復 旧 を 行 う 。  

以 下 、 地 震 災 害 対 策 編 433 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ǵꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 435 ペ ー ジ の と お り 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  災 害 時 伝 言 ダ イ ヤ ル ・ 災 害 用 伝 言 板 サ ー ビ

ス の 運 用 、 被 災 状 況 の 確 認 、 復 旧 人 員 ・ 資

機 材 の 調 達 、 重 要 通 信 の 確 保 、 被 災 状 況 の

広 報 、 応 急 復 旧 体 制 の 確 立  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

沈 静 化 後 １ 日 以 内  復 旧 の 見 通 し に つ い て の 広 報  

〃   ３ 日 以 内   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  一 般 加 入 電 話 （ 固 定

電 話 ）  

 NTT東 日 本 、KDDI、  

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 

２  携 帯 電 話   NTTﾄﾞｺﾓ、KDDI、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 

 

 

  

地 震 災 害 対 策 編 435 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 437 ペ ー ジ に 準 ず る 。  
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 ǵꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 439 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合   

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  運 休 措 置 、 乗 客 の 安 全 確 保 、 乗 客 ・ 市 民 へ

の 広 報 、 被 災 状 況 の 把 握 、 応 急 復 旧 作 業  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  実 施 の 主 体   東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 秋 田 支

社 大 館 駅  

２  応 急 措 置 等  消 防 部  東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 秋 田 支

社 大 館 駅  

３  広 報 活 動   東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 秋 田 支

社 大 館 駅  

４  応 急 復 旧   東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 秋 田 支

社 大 館 駅  

 

 

 ─  

地 震 災 害 対 策 編 439 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 440 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 440 ペ ー ジ の と お り 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 440 ペ ー ジ の と お り 。  
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 ǵꜘלᾍ  
 

 

֘ ─ ֙  

災 害 に 際 し 、 農 産 物 関 係 の 応 急 災 害 対 策 を 実 施 し 、 速 や か に 農 林 業 等 の 経 営 の

安 定 を 図 る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  技 術 指 導  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  応 急 復 旧 作 業  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化   

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  応 急 対 策  農 林 班  北 秋 田 地 域 振 興 局 、  

農 業 団 体  

２  家 畜 対 策  農 林 班  北 秋 田 地 域 振 興 局 、  

農 業 団 体  

３  水 産 物 対 策  農 林 班  北 秋 田 地 域 振 興 局 、  

農 業 団 体  

４  林 産 対 策  農 林 班  東 北 森 林 管 理 局 、 北 秋 田

地 域 振 興 局 、 農 業 団 体  

 

 

  

 

農 林 班 は 、 農 業 協 同 組 合 等 の 農 業 団 体 の 協 力 を 得 て 、 農 作 物 の 被 害 の 実 態 に 即

し た 病 害 虫 の 緊 急 防 除 、 肥 培 管 理 な ど の 技 術 指 導 を 行 う と と も に 、 苗 、 種 子 の 確

保 ・ あ っ せ ん な ど の 措 置 を 講 ず る 。  

な お 、 苗 、 種 子 等 の 確 保 に 困 難 が 生 じ た と き は 、 県 に あ っ せ ん を 要 請 す る 。  

 

 

 ア  流 入 泥 等 を 早 期 に 排 除 す る と と も に 早 期 排 水 し、た だ ち に 清 水 を 灌 水 す る。 

 イ  早 期 に 病 害 虫 防 除 を 実 施 す る 。  

 ウ  茎 葉 に 付 着 し た 泥 水 等 を 早 期 に 洗 浄 す る 。  

 エ  中 耕 、 培 土 及 び 追 肥 等 に よ り 生 育 の 回 復 を 図 る 。  
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 ア  早 期 立 て 直 し 、 結 束 に よ り 穂 発 芽 の 発 生 防 止 と 登 熟 促 進 を 図 る 。  

 イ  カ ス ガ イ 等 に よ る 枝 裂 け 部 の 接 着 を 実 施 す る 。  

 ウ  接 着 不 能 枝 の 早 期 切 り 落 し と 障 害 部 へ の 薬 剤 塗 布 を 実 施 す る 。  

 エ  早 期 に 洗 浄 、 病 害 虫 防 除 を 実 施 す る 。  

 オ  落 果 し た 果 実 は 損 傷 程 度 に よ り 選 別 し 、 用 途 に 応 じ て 処 分 す る 。  

 

 

 ア  果 樹 等 で 損 傷 し た 枝 の う ち 回 復 不 可 能 な も の は 早 期 に 切 り 落 し 、 回 復 可 能

な も の は 裂 開 部 を ボ ル ト や カ ス ガ イ で 強 制 接 着 さ せ る 。  

 イ  枝 の 折 損 程 度 に 応 じ て 早 期 に 剪 定 を 実 施 す る 。  

 ウ  枝 折 れ 、 食 害 に よ る 傷 害 部 に 塗 布 剤 を 塗 り 、 樹 体 を 保 護 す る 。  

 エ  破 損 し た 果 樹 は 早 急 に 補 修 、 補 強 す る 。  

 オ  麦 雪 腐 れ 病 、 桑 胴 枯 れ 病 等 の 病 害 虫 防 除 を 徹 底 す る 。  

 

 

 ア  結 実 量 確 保 の た め に 人 工 受 粉 を 励 行 す る 。  

 イ  被 害 程 度 に 応 じ た 摘 果 を 実 施 す る 。  

 

 

 ア  品 種 の 適 性 配 置 に よ り 危 険 分 散 を 図 る 。  

 イ  土 づ く り 対 策 及 び 施 肥 の 適 性 化 に よ り 稲 体 の 健 全 化 を 図 る 。  

 ウ  健 苗 育 成 に よ り 初 期 生 育 の 促 進 を 図 る 。  

 エ  適 正 な 栽 植 密 度 に よ り 目 標 生 育 量 の 早 期 確 保 に 努 め る 。  

 オ  計 画 的 な 水 管 理 に よ り 適 正 水 温 を 確 保 す る 。  

 カ  病 害 虫 防 除 を 徹 底 す る 。  

 

└╞℮  

 ア  傷 害 果 実 の 適 正 摘 果 を 実 施 す る 。  

 イ  病 害 虫 発 生 に 防 止 の た め 、 早 期 に 薬 剤 散 布 を 実 施 す る 。  

 ウ  中 耕 、 培 土 、 追 肥 等 に よ り 生 育 の 回 復 を 図 る 。  

 

 

  

 

 農 林 班 は 、農 業、畜 産 関 係 諸 団 体 の 協 力 を 得 て 被 災 地 の 家 畜 の 飼 育 管 理 の 指 導、

資 料 の 確 保 、 病 患 畜 の 調 査 、 防 疫 指 導 及 び 汚 染 地 域 の 消 毒 等 の 措 置 を 取 る 。  

な お 、 緊 急 を 要 す る 飼 料 の 確 保 に つ い て 、 調 達 が 困 難 な と き は 、 県 に 対 し て 放

出 ま た は あ っ せ ん を 要 請 す る 。  
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   水 害 に よ っ て 発 生 す る 炭 疽 、 気 腫 症 、 流 行 性 脳 炎 等 に 重 点 を 置 き 、 必 要 が

あ る 場 合 は 県 に 対 し て 予 防 注 射 の 措 置 を 依 頼 し 、 被 害 の 防 止 に 努 め る と と も

に 、 畜 舎 の 汚 染 に 起 因 す る 疾 病 に 対 す る 飼 養 管 理 指 導 を 行 う 。  

ま た 、水 害 に よ っ て 畜 舎 の 緊 急 消 毒 を 要 請 し 、被 災 畜 舎 の 消 毒 指 導 を 行 う。 

 

 

  

 

 水 産 養 殖 用 の 種 苗 及 び 飼 料 等 の 供 給 、 補 給 の 必 要 が 生 じ た 場 合 は 、 県 に 対 し て

放 出 ま た は あ っ せ ん を 要 請 す る 。  

 

 

  

 

 農 林 班 は 、 東 北 森 林 管 理 局 等 の 協 力 を 得 て 、 森 林 所 有 者 、 種 苗 経 営 者 等 林 産 物

生 産 者 に 対 し 、 風 倒 木 、 被 災 苗 木 の 処 理 、 病 害 虫 の 防 除 等 に つ い て 技 術 指 導 を 行

う 。  
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֘ ─ ֙  

地 震 災 害 対 策 編 449 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

֘ ⌐⅔↑╢ ─ ֙  

発 災 前 後 か ら の 時 間 経 過  活 動 の 内 容  

災 害 発 生 の 恐 れ が あ る 場 合  文 化 財 の 移 動 、 入 館 者 の 安 全 避 難  

風 水 害 等 に よ る 被 害 発 生  入 館 者 の 安 全 確 保 、被 災 状 況 の 調 査・ 報 告 、

被 害 拡 大 防 止 措 置  

災 害 や 異 常 気 象 等 が 沈 静 化  文 化 財 の 保 全 措 置  

 

֘ ֙  

対 策 項 目  課 等  関 係 機 関  

１  応 急 措 置  生 涯 学 習 班  国 、 県 教 育 委 員 会 、  

文 化 財 の 各 管 理 者  

２  保 全 措 置  生 涯 学 習 班  国 、 県 教 育 委 員 会 、  

文 化 財 の 各 管 理 者  

 

 

  

地 震 災 害 対 策 編 449 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 

  

地 震 災 害 対 策 編 450 ペ ー ジ に 準 ず る 。  

 


